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問
題

点
及
び
改

善
事
項
 

 

住
宅

公
社
の

家
賃
収

納
担
当
者

は
、
３

カ
月
以

上
６

カ
月
未

満
の

家
賃

滞
納
者

に
つ
い
て
納

入
指
導

等
を

行
い
、
そ
の
際
、
収
納
担
当

者
は

、「
滞
納

整
理

カ
ー

ド
」
に
「
使

用
料

滞
納
状
況

」
や
「
督

促
状

況
等

記
録
」
を

事
細

か
に
手
書

き
で

記
録
し

て
い

く
こ
と
に

な
る

が
、
こ

の
「
督

促
状
況

等
記
録
」
の

う
ち

、
重
要

と
判
断

さ
れ
る
も

の
に

関
し
て

の
み

ア
ッ
ト
ホ

ー
ム

の
「

メ
モ
台

帳
」
に

記
録

し
て

い
る
。
 

こ
の

手
書
き

の
「
督
促

状
況
等

記
録

」
と

、
ア

ッ
ト
ホ
ー
ム

の
「

メ
モ
台
帳

」
へ
の
デ
ー

タ
入
力
は

、

業
務

が
重
複

し
非
効
率

で
あ
る
。
業

務
の
効

率
性
か

ら
考
え
て

ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
の

ソ
フ
ト

の
み

に
デ

ー

タ
入

力
す
べ

き
も
の
と

考
え
る
。
収

納
担
当

者
の
数

が
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム

の
デ
ー
タ

入
力
端

末
よ

り
も

多

い
た

め
こ
の

よ
う
な
作

業
を
し
て

い
る
と

い
う
こ

と
だ
が
、
県
の

担
当
部

局
で
あ
る

住
宅

対
策

室
と

情

報
を

適
時

に
共

有
す
る

た
め

に
も
入

力
端

末
の

増
設
を

求
め

る
。

ま
た
、

収
納

担
当
者

に
よ
っ

て
は
、

「
督

促
状

況
等

記
録

」
を

ア
ッ

ト
ホ

ー
ム

端
末

で
は

な
い

パ
ソ

コ
ン

に
入

力
し

て
そ

れ
を

印
刷

し
て

「
督

促
状
況

等
記
録
」
と

し
て
い

る
も
の

も
見
受

け
ら
れ
た
が

、
情

報
漏

洩
の
リ
ス

ク
ヘ

ッ
ジ

と
し

て
、

ア
ッ

ト
ホ
ー

ム
ソ
フ
ト

端
末
以
外

の
パ
ソ

コ
ン
へ

の
情
報
入
力

は
避
け

る
べ
き
と

思
わ
れ

る
。
 

  
 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
三

 （
１

６
）
 

滞
納

家
賃
等

の
回
収

管
理
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の

閲
覧
及

び
証
憑
突

合
 

 

指
摘

事
項
 

 

意
見
事

項
2
-16-1 

[収
納
率

の
目

標
管
理

に
つ

い
て

：
住
宅

対
策

室
] 

 

県
で

は
収
納

率
を
算

出
し
て
い

る
が

、
そ
の

指
標
を

ど
の
程

度
と

す
べ

き
か
に

つ
い
て
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

が
な
く

、
業
務

の
効
率
性

、
効

果
を

検
証
で

き
な
い
。
そ

の
た
め

、
収

納
率

の
タ
ー

ゲ
ッ

ト
を

設

定
す

る
よ
う

要
望
す

る
。
 

 

意
見
事

項
2
-16-2 

[滞
納
者

情
報

の
分
析

と
活

用
に

つ
い
て

：
住

宅
対

策
室
] 

 

滞
納

者
に

関
す

る
情

報
は

、
属

性
（

生
活

保
護

、
高

齢
者

等
の

区
分

）
、

地
域

等
に

よ
っ

て
滞

納
者

の
発

生
率
等

を
分
析

し
、
そ
の

分
析

結
果

を
住
宅

公
社
運
営

に
活

用
す

る
こ
と

に
よ
る
、
事
務

の
効
率

化
を

要
望
す

る
。
 

 

意
見
事

項
2
-16-3 

[連
帯
保

証
人

不
払
い

リ
ス

ク
移

転
策
に

つ
い

て
：

住
宅
対
策
室

] 

 

現
在

、
入

居
者

の
信
用

保
証
と

し
て

は
連

帯
保
証

人
に
よ
る

保
証

の
み

と
な
っ

て
い
る
が

、
代
理

納

付
の

促
進

、
賃

貸
保
証

会
社
の

活
用

等
を

行
い

、
家

賃
滞
納

を
事

前
防

止
す
る

こ
と
に
よ

っ
て

日
常

業

務
の

効
率
化

を
図
る

こ
と
を
要

望
す

る
。
 

  
 





山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
四



 の
予

防
は

、
現

在
の
業

務
に
お

け
る

、
少
数
の

滞
納

者
管
理

の
た

め
に

職
員
が

長
時
間
の

労
務

を
投

じ

る
こ

と
を
回

避
し
、
効

率
的
な
事

務
と
な

る
こ
と

が
期
待
さ
れ

る
。
 

 

意
見

事
項

2
-16-3［

連
帯

保
証
人

不
払
い
リ

ス
ク

移
転
策

に
つ

い
て
：

住
宅

対
策

室
］

 

 

債
権

管
理
に

つ
い
て

は
、
現
在

の
連

帯
保
証

人
の

要
求
を
含

む
事

後
的

な
管
理

プ
ロ
セ
ス
で

は
、
退

去
者

へ
の
督

促
、
連
帯
保

証
人
が

連
絡
を

取
れ
な

い
場
合
の
対

応
等
に

お
い
て
限

界
が
生

じ
る
場
合

が

あ
る

た
め
、
そ

の
管

理
に
長
時

間
を

要
し
、
ま
た
、
債

権
が

必
ず

し
も

回
収
さ

れ
な
い
、
と
い

う
問

題

が
あ

る
。
し

か
し

、
代

理
納
付

の
促

進
、
賃
貸
保

証
会
社
の
活

用
等
を

行
う
こ
と

に
よ
り

、
家
賃
滞

納

を
事

前
防
止

し
、
日
常
業

務
の
効

率
化
を

図
る
こ

と
が
可
能
と

な
る
こ

と
か
ら
、
こ

れ
ら
の

制
度
の

導

入
を

促
進
す

る
こ
と
が

望
ま
れ
る

。
 

 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
五

 【
財

務
に
関

す
る
指

摘
事
項
及

び
意

見
事

項
】
 

（
１

７
）
 

現
金

管
理
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の

閲
覧
及

び
証
憑
突

合
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘

事
項

2
-17-1 

[釣
銭
用

手
許
現

金
の

管
理

に
つ
い

て
：

住
宅

公
社
] 

 

窓
口

で
家
賃

等
、
現
金

を
収
受

し
た

際
の

両
替
に

職
員
親
睦

会
の

現
金
（

住
宅
公

社
の
管

理
責

任
の

下
に

は
な
い

現
金

）
を

使
用
し

て
い

る
。
住

宅
公
社

の
管
理

責
任

の
も

と
に
あ

る
現
金
に

基
づ

き
釣

銭

準
備

金
を
用

意
し
て

対
応
す
べ

き
で

あ
る

。
 

 指
摘

事
項

2
-17-2 

[窓
口
収

納
家
賃

の
会

計
処

理
に
つ

い
て

：
住

宅
公
社

] 

 

期
末

期
に
お

い
て
窓

口
で
家
賃

等
、
現

金
を

収
受

し
た

際
に

は
、
会

計
処

理
（

貸
借
対
照

表
へ

の
計

上
）
を

行
っ
て

い
な

い
の

が
現

状
で

あ
る

。
適

正
な
会

計
処

理
を

行
う

た
め
に

は
、
現
金

の
収

納
処

理

と
預

り
金
処

理
を
行

う
仕
訳
を

財
務

会
計

上
、
実

施
さ
れ
た

い
。
 

 

現
状
 

 

住
宅

公
社
の

現
金
の

取
り
扱
い

に
つ

い
て

は
、
次

の
と
お
り

財
務

規
程

に
よ
り

定
め
が
あ

る
。
 





山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
六

 一
致

や
紛
失

を
回
避

す
る
た
め

に
現

在
の

方
法
に

な
っ
た
と

の
こ

と
で

あ
っ
た

。
 

現
状

の
方
法

は
、
住
宅

公
社
の

業
務

を
行

う
際
に

職
員
親
睦

会
の

現
金

を
使
用

し
て
お
り

、
住
宅

公

社
の

現
金
と

職
員
親

睦
会
の
現

金
を

混
同

す
る
リ

ス
ク
が
あ

る
。
現

時
点

で
の
現

金
の
確

認
は

、
毎
朝

、

夕
に

確
認
さ

れ
問
題

は
発
生
し

て
い

な
い

が
、
将
来

的
に
誤

り
が

生
じ

な
い
と

は
言
え
な

い
。
公
社
の

財
務

規
程
で

は
、
手

許
現

金
や

釣
銭

準
備

金
の
使

用
を
認
め

て
い

る
。
釣

銭
準

備
金

は
、
住
宅

公
社
の

現
金

で
用
意

し
、
毎
日

、
金
種

別
に

現
金

残
高
の

照
合
を
実

施
し

日
計

表
の
作

成
等
に
よ

り
釣

銭
用

手

許
現

金
の
適

正
な
管

理
を
実
施

す
べ

き
で

あ
る
。
 

 

指
摘
事

項
2
-17-2［

窓
口

収
納

家
賃

の
会
計

処
理

に
つ

い
て
：

住
宅

公
社

］
 

 

家
賃

等
の
収

受
に
よ

り
決
算
日

で
あ

る
3
月

31
日

時
点
に

お
い

て
金

庫
に
現

金
が
存
在

す
る

場
合

は
、
こ

れ
を

貸
借
対

照
表
に
計

上
す

べ
き

で
あ
る

。
ま
た
、
県

へ
は
支

払
義
務

が
あ
る
た

め
、
預
り

金

等
と

し
て
計

上
す
べ

き
で
あ
る

。
少

額
で
は

あ
る

が
、
資
産

、
負

債
の
計

上
漏

れ
が

発
生

し
て

い
る

た

め
、

適
正
に

是
正
す

べ
き
で
あ

る
。
 

  
 

 （
１

８
）
 

退
去

者
負
担

の
修
繕

預
り
金
 

 

実
施

し
た
監
査

手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の

閲
覧
及

び
証
憑
突

合
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘

事
項

2
-18-1 

[修
繕
対

象
が

な
く

な
っ

た
修
繕
預
り

金
の
保

留
分
の

取
扱
い

に
つ
い

て
：

住
宅
公

社
・
建
築

住
宅
課

・
住
宅
対
策

室
] 

 

貸
借

対
照
表

上
の
預

り
金
の
う

ち
、

平
成

20
年
３

月
ま
で

の
退

去
者

負
担
の

修
繕
預
り
金

の
処
理

に
関

し
て

、
県

営
住
宅

の
退
去

修
繕

に
つ
い

て
は

、
過

去
か

ら
の

慣
習
に

よ
り

退
去
者
か
ら

修
繕
費

を

預
か

り
、
か
つ

、
修
繕

後
か
ら

次
の

入
居
者

が
決

ま
る
ま
で

の
間

の
劣

化
に
よ

る
再
修
繕

を
避
け
る

た

め
、
入
居

者
が

決
定
す
る

ま
で
修

繕
を
実

施
し
な

か
っ
た
。
そ

の
間

に
対

象
物
件

が
取
り
壊

し
と
な

っ

た
り

、
入
居
募

集
中
止
と

な
っ
た

り
す
る

こ
と
で

修
繕
の
実
施

が
で
き

な
く
な
っ

た
も
の

が
あ
る

。
修

繕
費

と
し
て

預
か
っ
た

金
額
は
、
預

り
金
と

し
て
計

上
し
た
ま

ま
と
な

っ
て
い
た

た
め
、
住
宅

公
社
は

、

修
繕

を
実

施
し

な
い
こ

と
が

確
定
し

た
場

合
の

預
り
金

の
処

置
を

県
と
協

議
の

う
え
で

適
正
に

決
め
、

そ
の

決
定
に

従
っ
た
会

計
処
理
を

実
施
さ

れ
た
い

。
 

 

指
摘

事
項

2
-18-2 

[退
去
者

負
担

修
繕

の
未

収
金
に
つ
い

て
：
住

宅
公
社

] 

 

県
営

住
宅

の
退

去
修

繕
に

つ
い

て
業

務
仕

様
書

に
基

づ
か

ず
退

去
者

か
ら

修
繕

費
が

支
払

わ
れ

る

前
に

住
宅
公

社
が
立
替

を
お
こ
な

い
修
繕

を
実
施

し
た
が
、
代
金

の
回
収

が
で
き
な

か
っ

た
債

権
が

あ

る
。
こ
の

債
権

の
回
収
及

び
事
実

内
容
を

確
認
の

上
、
欠
損

処
理

等
適

正
な
会

計
処
理
を
実

施
さ
れ

た

い
。
 

 

現
状
 

 

住
宅

公
社
が

山
梨
県

と
締
結
し

て
い

る
「
山

梨
県

営
住

宅
の
管

理
に
関

す
る
基
本

協
定
書

」
の
「
県

営
住

宅
等
管

理
業
務
仕

様
書
」
に
お

い
て
県

営
住
宅

を
退
去
す

る
際
の

修
繕
に
つ

い
て
下

記
の

定
め

と



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
七

 し
て

い
る
。
 

（
出

典
：
県

営
住
宅

等
管
理
業

務
仕

様
書

よ
り
抜

粋
）
 

 県
営

住
宅
の

退
去
者

は
、
退
去

に
当

た
り

畳
の
張

替
え
や
ふ

す
ま

の
張

替
え

、
入

居
者
の

責
任

に
よ

る
破

損
な
ど

の
修
繕

を
行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
退

去
時

に
住

宅
公

社
が
手

配
し
た
登

録
業

者
が

立

ち
合

い
の
も

と
修
繕

見
積
も
り

を
実

施
し

負
担
区

分
を
決
定

し
、
退

去
者

は
直
接

修
繕
業

者
と

契
約

す

る
こ

と
を
定

め
て
い

る
。
 

こ
れ

に
対
し

、
住
宅

公
社
は
平

成
20

年
3
月

末
ま

で
退
去

者
か

ら
「

県
営
住

宅
退
去
に

伴
う

住
居

内
修

繕
工
事

申
し
込

み
及
び
支

払
い

誓
約

書
」
を
入

手
し
、
修

繕
に

つ
い

て
住
宅

公
社
が

直
接

依
頼

を

受
け

て
い
る

。
修
繕

代
金
に
つ

い
て

は
、

敷
金
等

と
相
殺
し

た
う

え
で

差
額
を

受
領
し
て

い
る

。
 

  ＜
県

営
住
宅

等
管
理

業
務
仕
様

書
の

想
定

す
る
フ

ロ
ー
＞
 

     ＜
平

成
20

年
3
月
以

前
に
お

い
て

住
宅

公
社
が

行
っ
て
い

た
退

去
修

繕
フ
ロ

ー
＞
 

    

退
去

修
繕
は

、
次

の
入

居
者
が

決
定

後
に

住
宅
公

社
か
ら
修

繕
業

者
に

指
示
を

行
い
実
施

す
る

た
め

、

次
の

入
居
者

が
決
ま

ら
な
い
場

合
は

、
退
去

者
か
ら

受
領
し

た
修

繕
代

金
に
つ

き
住
宅
公

社
が

保
管

す

る
。
次

の
入
居

者
が

決
ま

ら
な

い
ま

ま
、
県

営
住

宅
が

取
り

壊
さ

れ
た

り
、
県

が
政

策
的

に
募

集
を

取

り
や

め
た

り
し

た
場

合
に

は
修

繕
代

金
は

未
使

用
の

ま
ま

長
期

に
わ

た
り

住
宅

公
社

が
保

管
し

て
い

る
。

当
該
退

去
修
繕

は
、
修
繕

預
り

金
と

し
て
計

上
さ
れ
て

い
る

。
 

 

退
去
者
 

１
１
 
施
設
の
維
持
管
理
業
務
（
保
守
点
検
及
び
修
繕
）
 

（
４
）
退
去
修
繕
 

Ⅱ
.業

務
の
手
順
 

①
退
去
修
繕
の
実
施
（
負
担
区
分
の
確
定
、
積
算
、
発
注
、
完
了
検
査
）
 

・
発
注
に
際
し
て
は
、
既
に
決
定
し
た
負
担
区
分
に
従
い
、
退
去
者
は
修
繕
業
者
と
直
接
契
約
す
る
こ

と
と
し
、
可
能
な
限
り
退
去
者
も
同
一
業
者
で
発
注
す
る
 

修
繕
業
者
 

退
去
者
 

住
宅
公
社
 

修
繕
業
者
 

 

表
 38 

平
成

3
1
年

3
月
末
時
点

の
県
営

住
宅
に

関
す
る

修
繕
費

預
り
金

残
高
 

項
番
 

内
 

訳
 

金
 

額
 

１
 

県
営
住

宅
の
取

り
壊
し

な
ど
で
住

宅
が
存
在

し
な

い
も
の
 

4,184,250
円
 

２
 

新
規
の

募
集
を

停
止
し

て
い
る
住

宅
に
対
す

る
も

の
 

2,353,015
円
 

３
 

用
途
変

更
に
よ

り
県
が

修
繕
を
実

施
し
た
も

の
 

6,823,650
円
 

４
 

長
期

に
新

規
申
し

込
み

が
な
い

た
め

修
繕

を
保

留
し

て
い

る
も

の
 

6,318,309
円
 

 
合
 

計
 

19,679,224
円
 

 

項
番

1～
3
の
修

繕
の
実

施
は
、

不
可
能

と
な
っ

て
い
る
。
合

計
金
額

13,360,915
円

。
 

当
該

業
務
フ

ロ
ー
は

、
平
成

19
年

度
に
実

施
さ

れ
た
山

梨
県

監
査

委
員
の

指
摘
を
き

っ
か

け
に

、

下
記

の
業
務

フ
ロ
ー
に

変
更
と
な

っ
た
た

め
、
平

成
20

年
度

以
降
に

つ
い
て
は

、
退
去

修
繕
費
の

預

り
金

は
発
生

し
て
い
な

い
。
 

平
成

20
年
当

時
か
ら
現

在
に
至

る
ま
で

13,360,915
円
が

、
本
来
の

使
途
を
失

っ
た

ま
ま
預
り
金

と
な

っ
て
い

る
。
こ

の
点
に
つ

い
て

住
宅
公

社
は

、
県

に
対
し

て
問
題

提
起
を
行

い
、
協

議
を
重
ね

て

き
て

い
る
が

解
消
に
は

至
っ
て
い

な
い
。
 

平
成

20
年
４

月
以
降

は
、
業

務
フ

ロ
ー
を

変
更

し
て
い
る

。
住

宅
公

社
は
、

退
去
者
か
ら

退
去
修

繕
費

を
受
領

し
て
い
な

い
。
退

去
者

は
、
登

録
業
者

又
は
退
去

者
指
定

の
業
者
等

に
直
接

修
繕

を
依

頼

し
、
代
金

の
支

払
い

を
行
う
。
住
宅

公
社
は

、
登

録
業
者
か
ら

発
行
さ

れ
た
領
収

書
を
退

去
時
に
確

認

す
る

こ
と
で

、
登

録
業
者

以
外
の

場
合
は

現
地
確

認
を
行
う
こ

と
で
退

去
修
繕
義

務
が
果

た
さ
れ
た

も

の
と

し
て
退

去
を
認
め

て
い
る
。
 

一
方

で
平
成

20
年
３

月
以
前

は
入

居
者
が

決
ま

っ
て
お
り

早
期

に
退

去
修
繕

を
実
施
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
場

合
は
、
退

去
者
か

ら
の

入
金
前

に
修

繕
業
者
に

発
注

を
行

い
、
後
日

代
金
を
回

収
す
る

こ

と
も

行
わ
れ

て
い
た
。
こ

の
場
合

、
退
去
者

に
対
し

て
退
去
修

繕
代
の

立
替
を
す

る
こ
と

か
ら

未
収

金

と
し

て
計
上

し
て
い
る

。
当
該
未

収
金
は

発
生
か

ら
10

年
以

上
が
経

過
し
回
収

の
見
込

み
が
な
い

た

め
全

額
に
対

し
て
貸
倒

引
当
金
を

計
上
し

て
い
る

。
 

 

表
 39 

平
成

3
1
年
３

月
末
時
点

の
県

営
住

宅
に
関

す
る
修

繕
費

立
替

金
（

未
収
金

）
残
高
 

項
 

番
 

内
 
訳
 

金
 
額
 

１
 

平
成

17
年
～

平
成

20
年

122
者
に

対
す

る
修
繕

費
の
立

替
金
 

13,368,096
円
 

 
合
 

計
 

13,368,096
円
 

  
 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
八



 

県
の

財
政
規

模
か
ら
す

れ
ば
少
額

で
は
あ

る
が

、
財

政
が
厳
し

い
県
に

と
っ
て
貴

重
な
収

入
で

あ
る

こ
と

に
は
変

わ
り
な
い

。
迅
速
な

対
応
を

望
む
。
 

 

指
摘

事
項

2
-18-2［

退
去

者
負
担

修
繕
の
未

収
金

回
収
不

能
に

つ
い
て

：
住
宅
公

社
］

 

 

ま
た

、
未
収

金
13,368,096

円
に

つ
い
て

は
、
県

営
住
宅
管

理
業
務

仕
様
書
に

基
づ
き

業
務

を
行

っ
て

い
れ
ば

発
生
し
な

か
っ
た
未

収
金
で

あ
る

。
住

宅
公
社
と

し
て
は

、
退
去
後

す
ぐ
に
入

居
希
望

が

あ
っ

た
場

合
に

代
金

回
収

を
後

回
し

に
し

て
も

早
期

に
修

繕
を

行
う

こ
と

で
入

居
希

望
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
よ
う

と
し
た
も

の
で
あ
る

。
し
か
し

な
が
ら

、
多

額
の

損
失

を
発
生

す
る

結
果
と
な

っ
て

い
る

。 

  
 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

八
九

 （
１

９
）
 

退
去

修
繕
手

続
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の

閲
覧
及

び
証
憑
突

合
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘
事

項
2
-19-1 

[退
去
者

負
担

修
繕
に

つ
い

て
：

住
宅
対

策
室

] 

 

貸
借

対
照
表

上
の
預

り
金
処
理

を
し

て
い

な
い
も

の
の
う
ち

、
平

成
20

年
４
月

以
降
の

退
去

者
負

担
の

修
繕
預

り
金
の

処
理
に
関

し
て

、
県
営

住
宅
に

お
け
る

退
去

者
負

担
修
繕

の
時
期
等

に
つ

い
て

は
、

山
梨

県
営
住

宅
等
管

理
業
務
仕

様
書
（

平
成

31
年
４

月
）（

住
宅

対
策
室

）
に

明
確
に
規

定
さ

れ
て

い

な
い

た
め

、
修

繕
の

処
理

が
統

一
的

ル
ー

ル
の
も

と
に
は
な

さ
れ

て
い

な
い

。
し
た

が
っ

て
、
住
宅
対

策
室

は
、
退
去

者
負
担

修
繕
の

時
期

等
に

関
し
て

、
実

情
に

合
っ

た
形

で
仕
様

書
を
変
更

す
る

よ
う

指

導
さ

れ
た
い

。
 

 

指
摘
事

項
2
-19-2 

[簿
外
処

理
預

け
金
の

管
理

方
法

に
つ
い

て
：

住
宅

公
社
・
住
宅

対
策
室
] 

 

退
去

者
負
担

修
繕
費

に
関
し
て

簿
外

処
理

さ
れ
て

い
る
預
け

金
が

、
約

87
,000,000

円
存

在
（
平

成
31

年
３

月
31

日
現

在
）
し

、
民

間
の

修
繕
工

事
指
定
業

者
に

預
け

ら
れ
た

ま
ま
に
な

っ
て

い
る

。

本
来

は
、
住
宅

公
社

が
県

営
住

宅
の

管
理

責
任
を

負
っ
て
い

る
こ

と
か

ら
、
住

宅
公

社
は

、
当
該

預
け

金
の

存
在
を

顕
在
化

さ
せ

、
自

ら
の

貸
借

対
照
表

に
オ
ン
バ

ラ
ン

ス
化
（

財
務
会

計
上
正

式
に

会
計

処

理
し

、
財
務

諸
表
に

も
表
示
す

る
こ

と
）

さ
れ
た

い
。
 

ま
た

、
最

終
的

に
は
、
当

該
預

け
金

の
取

扱
い
に

つ
い
て
、
県

の
財

産
と

し
て
県

で
管
理

す
る

か
（
意

見
事

項
2-19-1

参
照

）、
も
し

く
は

住
宅

公
社
に

管
理
委
託

す
る

か
、
い

ず
れ
か

を
検
討

し
財

産
の

所

有
権

と
管
理

責
任
を

明
確
に
さ

れ
た

い
。
 

   



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

九
〇

 

現
状
 

県
営

住
宅
退

去
修
繕

手
続
の
フ

ロ
ー

は
以

下
の
と

お
り
で
あ

る
。

 

図
 13 

県
営

住
宅

退
去

予
定

者
フ

ロ
ー
 

（
出

典
：
住

宅
供
給

公
社
「
県

営
住

宅
退

去
予
定

者
フ
ロ
ー

」）
 

 
 
 

  

県
営

住
宅
利

用
者
が

退
去
し
た

後
に

、
す
ぐ
に

入
居

申
込
人

が
い

る
場

合
や
入

居
待
ち
の
補

欠
登
録

者
が

い
る
場

合
に
は
、
退
去
者

が
負

担
す
べ

き
修

繕
を
速
や

か
に

行
う

こ
と
に

な
る

。
し

か
し

、
入
居

予
定

者
が
決

ま
ら
な
い

場
合
等
長

期
間
空

室
が
予

想
さ
れ
る
場

合
に
は

、
退

去
者
負

担
の

修
繕

を
実

施

し
て

し
ま
う

と
、
新
規
の

入
居
予

定
者
が

入
居
す

る
際
に
、
経

年
劣

化
等

で
ま
た

修
繕
等
が

必
要
に

な

っ
て

し
ま
う

こ
と
に
な

る
。
そ

こ
で

、
住

宅
公
社

で
は
、
入

居
予

定
者
が

決
定

す
る
ま
で
は

、
修
繕
の

発
注

を
行
わ

な
い
こ
と

と
し
て
い

る
。
こ
う

し
た
退

去
済
み
入

居
未
定

の
住
戸
に

関
し
て

は
、
退

去
者

が
退

去
者

負
担

修
繕
費

用
見

積
額
を

住
宅

公
社

指
定
業

者
（

以
下

「
指
定

業
者

」
と
い

う
。
）

に
支
払

っ
た

事
実

確
認

に
よ
り

、
「
県

営
住

宅
退

去
完

了
報
告

書
」

と
「

領
収

書
」
等

を
入
手

し
、

退
去

完
了

と
し

て
い
る

。
こ
れ

に
よ
り
、
退
去

者
が
指

定
業

者
に

支
払
っ

た
退
去

者
負
担
修

繕
見
積

額
が

、
新
規

入
居

者
が
決

定
さ
れ
る

ま
で
は
、

指
定
業

者
に
プ

ー
ル
さ
れ
る

こ
と
と

な
る
。
 

平
成

31
年
３

月
31

日
現
在
で
、
指

定
業
者

に
預
け

ら
れ
た
退

去
者
負

担
修
繕
見

積
額
の

合
計

金
額

は
、

87,794,139
円
、
733

件
に

も
の
ぼ

り
、
古

い
も
の
で
は

平
成

21
年

に
発

生
し
た

も
の
が
存

在

す
る

。
住

宅
公

社
は
、

退
去

者
負
担

修
繕

費
に

関
し
て

は
、
「

退
去

者
は

修
繕
業

者
と
直

接
契

約
す
る

こ
と

と
」
＜
管

理
業
務
仕

様
書
＞

な
っ
て

い
る
の

で
、
指
定

業
者

に
預

け
ら
れ

た
退
去
者
負

担
修
繕

費

用
は

、
住

宅
公

社
の
業
務

外
事
業

費
で
あ

り
、
公
社

の
会
計
に

関
係
す

る
も
の
で

は
な
い

と
し

て
い

る
。

指
定

業
者
に

預
け
ら
れ

た
退
去
者

負
担
修

繕
費
用

の
年
度
別
、
指

定
業
者

別
及
び
団

地
別

一
覧

は
以

下

の
と

お
り
で

あ
る
。
 

 表
 4 0 

退
去

者
負

担
修
繕

費
用

の
年
度

別
一
覧
 

発
生

年
度
 

退
去

者
負

担
修

繕
費

相
当
額
預
け
金
（
円
）
 

H2
1 年

度
 

¥122,100 

H2
2 年

度
 

¥122,100 

H2
3 年

度
 

¥402,100 

H2
4 年

度
 

¥1,590,290 

H2
5 年

度
 

¥1,111,400 

H2
6 年

度
 

¥4,396,770 

H2
7 年

度
 

¥10,325,789 

H2
8 年

度
 

¥11,933,340 

H2
9  年

度
 

¥20,822,922 

H3
0 年

度
 

¥36,967,328 

総
計
 

¥87,794,139 

（
資
料
：

退
去
修

繕
未
実

施
一
覧

Ｈ
3
1
.3
.
31
）
 

 

　

九
〇
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 表
 41 

退
去

者
負

担
修
繕

費
用

の
指
定

業
者
別

一
覧
 

民
間

の
修

繕
工

事
指

定
業

者
 

工
事

件

数
（

件
）
 

退
去

者
負

担
修

繕
費

相
当

額
預
け

金
（

円
） 

A 
51

 
6,856,460 

B 
51

 
5,928,595 

C 
50

 
5,874,750 

D 
38

 
4,861,960 

E 
36

 
4,851,340 

F 
35

 
4,728,686 

G 
38

 
3,955,740 

H 
31

 
3,481,300 

I 
37

 
3,295,500 

J 
23

 
2,724,430 

K 
24

 
2,711,800 

L 
20

 
2,640,240 

M 
22

 
2,545,450 

N 
20

 
2,530,950 

O 
22

 
2,477,900 

P 
20

 
2,303,060 

Q 
17

 
2,101,640 

R 
21

 
2,080,150 

S 
13

 
1,692,100 

T 
12

 
1,546,520 

U 
10

 
1,522,008 

V 
10

 
1,310,900 

W 
9
 

1,166,680 

X 
9
 

1,147,280 

Y 
8
 

1,073,600 

Z 
7
 

1,041,560 

そ
の

他
2
0
者

 
99 

11,343,540 

合
 
計
 

733
 

87,794,139 

（
資
料
：

退
去
修

繕
未
実

施
一
覧

Ｈ
3
1
.3
.
31
）
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 勝
沼
下

岩
崎
団

地
 集

計
 

¥1,318,490 

小
瀬
団

地
 集

計
 

¥3,255,800 

小
倉
山

団
地

 集
計
 

¥1,070,600 

小
淵
沢

団
地

 集
計
 

¥1,355,530 

上
井
尻

団
地

 集
計
 

¥756,070 

常
永
団

地
 集

計
 

¥1,661,200 

新
屋
団

地
 集

計
 

¥544,200 

神
ノ
木

団
地

 集
計
 

¥846,000 

身
延
第

二
団

地
 集

計
 

¥513,200 

身
延
団

地
 集

計
 

¥561,100 

西
桂
団

地
 集

計
 

¥129,200 

青
柳
第

二
団

地
 集

計
 

¥1,227,900 

青
柳
団

地
 集

計
 

¥724,100 

石
動
団

地
 集

計
 

¥707,240 

石
和
団

地
 集

計
 

¥1,541,680 

千
塚
南

団
地

 集
計
 

¥257,200 

千
塚
北

団
地

 集
計
 

¥273,800 

蒼
竜
峡

団
地

 集
計
 

¥731,290 

増
穂
団

地
 集

計
 

¥1,467,440 

増
穂
天

神
団

地
 集

計
 

¥450,100 

大
坪
団

地
 集

計
 

¥859,340 

谷
村
団

地
 集

計
 

¥27,600 

中
富
団

地
 集

計
 

¥533,500 

田
野
倉

団
地

 集
計
 

¥1,327,928 

東
花
輪

団
地

 集
計
 

¥425,800 

東
山
梨

ぬ
く

も
り
団

地
 集

計
 

¥1,137,700 

東
山
梨

団
地

 集
計
 

¥1,958,340 

湯
村
団

地
 集

計
 

¥995,010 

南
美
台

団
地

 集
計
 

¥958,200 

南
部
南

光
平

団
地
 集

計
 

¥1,281,800 

韮
崎
団

地
 集

計
 

¥2,408,360 

韮
崎
穂

坂
団

地
 集

計
 

¥1,241,057 

白
州
団

地
 集

計
 

¥649,370 

八
代
団

地
 集

計
 

¥609,000 

八
田
第

三
団

地
 集

計
 

¥1,176,700 

 八
田

第
二
団

地
 集

計
 

¥405,100 

八
田

団
地
 集

計
 

¥1,061,200 

富
沢

団
地
 集

計
 

¥190,200 

富
浜

団
地
 集

計
 

¥1,125,385 

武
川

団
地
 集

計
 

¥441,600 

福
祉

村
団
地

 集
計

 
¥458,200 

豊
団

地
 集

計
 

¥115,400 

牧
原

団
地
 集

計
 

¥785,840 

明
野

つ
つ
じ

ヶ
丘
団

地
 集

計
 

¥1,584,540 

和
戸

団
地
 集

計
 

¥773,320 

総
 

計
 

¥87,794,139 

（
資
料
：

退
去
修

繕
未
実

施
一
覧

Ｈ
3
1
.3
.
31
）
 

（
出
典
：

表
4
0～

42
住
宅
公
社

か
ら
の

資
料
に

よ
り
監

査
人
作

成
）
 

 

問
題

点
及
び
改

善
事
項
 

 

指
摘

事
項

2
-19-1［

退
去

者
負
担

修
繕
に
つ

い
て

：
住
宅

対
策

室
］
 

 

上
記

の
よ
う

に
、
指
定
業

者
に
よ

る
修
繕

完
了
確

認
の
書
面
「

県
営

住
宅

退
去

完
了

報
告

書
」
及

び

「
領

収
書

」
等

を
入

手
し
て
退

去
が

確
定
す

る
。
退
去

し
た
後

、
す

ぐ
に

次
の

入
居

者
が

い
る

場
合

に

は
、
退
去

者
負

担
修

繕
と
と
も

に
県

負
担
修

繕
が

実
施
さ
れ

る
こ

と
と

な
る

。
し
か

し
、
す

ぐ
に
新
規

の
入

居
者
が

確
定
し
な

い
場
合
も

あ
り

、
現

実
に
は

修
繕
は

新
規
入
居

者
が
確

定
す
る
ま

で
は

、
退
去

者
負

担
修
繕

及
び
県
負

担
修
繕
は

実
施
さ

れ
て
い

な
い
こ
と
に

な
る
（
退

去
者
が
指

定
す

る
任

意
の

業

者
に

よ
り

修
繕

を
完
了

し
た

場
合
を

除
く

）
。
こ

の
よ
う

な
処

理
は
、

先
の

説
明
の

よ
う
に

退
去

後
す

ぐ
に

新
規
入

居
者
が
決

定
し
な
い

場
合
に

お
い
て

は
、
退
去

者
が
修
繕

し
た
と

し
て
も
、
後
に

新
規
入

居
者

が
決

定
し

た
際

に
経

年
劣

化
等

に
よ

り
再

度
修

繕
が

必
要

と
な

り
無

駄
に

修
繕

費
用

が
発

生
す

る
こ

と
を
防

ぐ
た
め
な

さ
れ
て
い

る
。
管
理
業

務
仕
様
書
に

お
い

て
は

、
退

去
修
繕

の
時

期
が
「

退
去

後
遅

滞
な
く

」
と

明
確
に

規
定
さ

れ
て
い

る
わ
け

で
は
な
い
の

で
、
上
記

の
よ
う

な
処
理
に

関
し
て

は

容
認

さ
れ
る

と
は
考
え

ら
れ
る
が

、
多
く

の
問
題

が
生
じ
る
も

の
と
考

え
る
。
 

第
一

に
、

退
去

後
新

規
入

居
者
が

未
定

な
住

戸
に
お

い
て

、
（
多

く
は

こ
の
よ

う
な
処

理
を

し
て
い

る
が

、
）
結

果
と

し
て
、

退
去

者
負

担
修

繕
費

相
当
額

は
、

指
定

業
者

に
預
け

ら
れ
た

ま
ま

に
な

り
、

指
定

業
者
の

倒
産
等
が

発
生
し
た

場
合
に

は
、
修

繕
を
受
け

ら
れ

な
い

ま
ま
に

な
る
。
 

第
二

に
、
長
期

空
家
で

あ
る
住

戸
に

関
し
て

は
、
退

去
者
負

担
修

繕
を

実
施
し

て
い
る
も

の
も
見
受
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梨
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 け
ら

れ
、
処

理
の
統

一
性
が
保

た
れ

な
い

。
 

第
三

に
、
県
営

住
宅
の

中
に
は

、
計

画
修
繕

等
に
よ

り
全
面

建
替

工
事

等
が
実

施
さ
れ
る

ケ
ー

ス
も

あ
り

、
退

去
者

修
繕
相

当
額
が

指
定

業
者

に
預
け

ら
れ
た
ま

ま
修

繕
さ

れ
る
こ

と
な
く
取

壊
さ

れ
る

こ

と
も

考
え
ら

れ
る
。
 

第
四

に
、
退
去

者
か
ら

修
繕
の

名
目

で
指

定
業
者

に
支
払
っ

た
修

繕
費

相
当
額

が
修
繕
さ

れ
る

こ
と

の
な

い
場
合

に
は

、
退

去
者
に

対
し

て
指

定
業
者

の
返
還
義

務
が

生
じ

る
こ
と

と
な
り
、
県
及

び
住
宅

公
社

は
、
そ

の
管
理

責
任
の
責

め
を

負
う

可
能
性

も
生
じ
る

。
 

そ
こ

で
、
住
宅

対
策
室

は
、
管

理
業

務
仕

様
書
を

こ
れ
ら
の

諸
問

題
に

対
応
す

べ
く
変
更

す
べ

き
も

の
と

考
え
る

。
例
え

ば
、
退
去

者
修

繕
に

関
し
て

、
ア
修
繕

の
時

期
の

明
確
化
（

長
期
空

家
で

あ
る

場

合
、

修
繕

の
時

期
の

決
定

）
、

イ
退

去
者

修
繕

相
当

額
の

管
理

方
法

の
取

決
め

（
県

の
予

算
に

入
れ
る

の
か

、
住

宅
公

社
の

会
計

処
理

と
し

て
オ

ン
バ

ラ
ン

ス
化

す
る

か
な

ど
）
、

管
理

主
体

（
県

な
の

か
住

宅
公

社
な
の

か
、
指

定
業
者
な

の
か

）
を

明
確
化

す
る
こ
と

な
ど

が
考

え
ら
れ

る
。
 

な
お

、
退

去
者

負
担

修
繕

時
期

に
関

し
て

は
、
新

規
入

居
予

定
者

が
確

定
す
る

ま
で
は
、
退
去

者
負

担
修

繕
及
び

県
負
担

修
繕
は
実

施
し

な
い

こ
と
に

関
し
て
、
一

定
の

経
済

合
理
性

が
あ
る

た
め

当
該

方

法
を

改
め
る

必
要
は

な
い
と
考

え
ら

れ
る

が
、
実
際

ど
れ
く

ら
い

の
費

用
が
節

約
さ
れ
る

か
、
こ
れ
に

伴
う

管
理
コ

ス
ト
と

の
兼
ね
合

い
で

再
度

意
思
決

定
さ
れ
る

よ
う

に
要

望
す
る

。
 

 指
摘
事

項
2
-19-2［

簿
外

処
理

預
け

金
の
管

理
方

法
に

つ
い
て

：
住

宅
公

社
・
住

宅
対
策

室
］
 

 

退
去

後
新
規

入
居
者

が
未
定
な

住
戸
（

退
去

者
が
指

定
す
る

任
意

の
業

者
に
よ

り
修
繕
を

完
了

し
た

場
合

を
除
く

）
に

お
い
て

は
、
退

去
者

負
担

修
繕

費
相

当
額

8,700
万

円
が

、
指
定

業
者

に
預

け
ら

れ

た
ま

ま
に
な

っ
て
い

る
。
も
と

も
と

、
平
成

20
年
３

月
31

日
以

前
に

お
い
て

は
、
こ
の

よ
う

な
退

去

者
負

担
修
繕

費
相
当

額
の
う
ち

領
収

分
に

つ
い
て

は
、
住
宅

公
社

の
貸

借
対
照

表
の
「
預

り
金

」
に
計

上
さ

れ
て
い

た
が
、

支
払
わ
れ

て
い

な
い

未
収
分

に
つ
い
て

は
、

平
成

19
年
度

に
実
施

さ
れ

た
山

梨

県
監

査
委

員
に

よ
る

監
査

に
お

い
て

「
多

額
の

未
収

金
が

確
認

さ
れ

、
帳

簿
外

で
処

理
さ

れ
て

い
た
」

と
指

摘
さ
れ

た
。
こ
の

指
摘
を

き
っ

か
け

に
、
公
社

は
退
去

者
負

担
分

の
修
繕

を
自
己
修

繕
と

す
る

業

務
フ

ロ
ー
に

変
更
し

、
オ

フ
バ

ラ
ン

ス
（
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
な

い
こ
と

）
と

な
っ

た
経

緯
が

あ

る
（

下
図
＜

再
掲
＞

）。
 

 ＜
県

営
住
宅

等
管
理

業
務
仕
様

書
の

想
定

す
る
フ

ロ
ー
＞
 

    
 

退
去
者
 

修
繕
業
者
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 住
宅

の
価
値

の
減
耗

分
が
補
填

さ
れ

た
と

み
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

そ
う

だ
と
す

る
と

、
退
去

修
繕

費
は

、
県
営

住
宅

の
所

有
者

で
あ

る
県

が
、
入

居
者

に
よ

る
価

値
減

耗
分

を
収
受

す
る
こ

と
に
よ
り

、
そ

の
資
産

価
値
を

一
定
に

保
つ

た
め

の
費
用

で
あ
る
か

ら
、
退
去
修

繕
費

を
収
受

す
る
権

利
の
あ
る

者
は

県
で

あ
り

、
県

か
ら
受

託
を

受
け

た
住
宅

公
社
が
退

去
修

繕
費

を

退
去

者
か
ら

受
領
し

た
場
合
は

、「
委

任
事

務
を
処

理
す
る

に
当

た
っ

て
受
け

取
っ
た
金

銭
」（

民
法

６

４
６

条
）
と

し
て
、

受
任
者
で

あ
る

県
に

引
き
渡

す
べ
き
こ

と
に

な
る

。（
再
掲

）
 

以
上

を
勘
案

す
る
と

、
退

去
者

負
担

修
繕

費
用
預

け
金
は
、
指

定
業

者
に

預
け
お

く
べ
き

も
の

で
は

な
く

、
県
の

所
有
と

な
る
べ
き

金
銭

で
あ

る
。
 

そ
の

場
合

、
現

状
、
簿

外
処
理

さ
れ

て
い

る
退
去

者
負
担
修

繕
費

用
相

当
額
は

、
県

の
一

般
会

計
の

歳
入

と
し
て

収
受
す

る
な
ど
顕

在
化

さ
れ

る
形
で

管
理
さ
れ

る
か

、
そ
の

管
理
業

務
を
住

宅
公

社
に

委

託
し

た
上
で

、
住
宅

公
社
の
資

産
と

し
て

計
上
さ

れ
る
こ
と

と
な

る
。
 

最
終

的
に
は

、
当

該
退

去
者
負

担
修

繕
費

用
相
当

額
の
取
扱

い
に

つ
い

て
、
県
の

財
産
と

し
て

県
で

管
理

す
る
か

、
も

し
く

は
住
宅

公
社

に
管

理
委
託

す
る
か
検

討
し

財
産

の
所
有

権
と
管
理

責
任

を
明

確

に
さ

れ
た
い

。
 

さ
て

、
そ

の
退

去
者
負

担
修
繕

費
に

関
す

る
管
理

状
況
で
あ

る
が

、
以
下

の
と
お

り
適
正

な
処

理
が

な
さ

れ
な
い

ケ
ー
ス

が
あ
っ
た

。
 

 

表
 43 

退
去

者
負

担
修
繕

費
に

関
す
る

管
理
状

況
 

NO 
団

地

名
 

号館
 

号室
 

退
去

者
負

担
修

繕
費

相
当

額
 

預
け

金
 

空
家
 

発
生
月
 

政
策

空
家
 

備
 
考
 

摘
 

要
 

①
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇

 
 
 

2013/4 
 
 

 
 

平
成

30
年

〇
月

〇
日

に
退

去
者

修
繕

を
行

っ

て
い

る
。118,800

円
 。

平
成

25
年

〇
月

〇
日

に
退

去
し

て
い

て
、

そ

れ
以

降
空

き
家

。
長

期

空
き

家
と

い
う

こ
と

で
、
修

繕
を

実
施

し
た
。

こ
の

明
確

な
ル

ー
ル

は

な
い

。
 

②
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇

 
¥120,100 

2015/2 
政

策

空
家
 

〇
号

館
全

面

改
善

工
事

に

よ
る

政
策

空

発
注

し
な

け
れ

ば
い

け

な
か

っ
た

が
、

発
注

し

て
い

な
い
も

の
 

 

家
（

H29.3）
 

③
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇
 
¥120,100 

2015/4 
政

策

空
家
 

〇
号

館
全

面

改
善

工
事

に

よ
る

政
策

空

家
（

H29.3）
 

発
注

し
な
け
れ

ば
い

け

な
か

っ
た
が
、

発
注

し

て
い

な
い
も
の
 

④
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇
 
¥71,100 

2017/3 
政

策

空
家
 

〇
号

館
全

面

改
善

工
事

に

よ
る

政
策

空

家
（

H29.3）
 

発
注

し
な
け
れ

ば
い

け

な
か

っ
た
が
、

発
注

し

て
い

な
い
も
の
 

⑤
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇
 
¥227,600 

 
 

 
 

 
 

住
宅

公
社
の

処
理
忘
れ

 

修
繕

工
事
は
終

了
（

平

成
30

年
〇
月

〇
日
新

規
入

居
者
契
約

）
 

⑥
 
〇

〇

団
地
 

〇
 
〇
 
¥127,160 

 
 

 
 

 
 

住
宅

公
社
の

処
理
忘
れ

 

修
繕

工
事
は
終

了
（

平

成
31

年
〇
月

〇
日
新

規
入

居
者
契
約

）
 

（
資

料
：
退

去
修
繕

未
実
施
一
覧

Ｈ
31.3.31・

空
家

一
覧

H31.3.31）
 

 

①
に

関
し
て

は
、
平

成
25

年
4
月
か

ら
空

き
家

と
な
っ
て

い
る

が
、

そ
れ
以

降
長
期
間
に

わ
た
り

空
家

と
い

う
こ

と
で
修

繕
を

実
施
し

た
ケ

ー
ス

で
あ
る

。
こ

の
よ

う
に
明

確
な

処
理
基

準
は
な

い
が
、

長
期

的
な
空

家
に
関
し

て
は
、
退
去

者
負
担

修
繕
を

実
施
す
る

ケ
ー
ス

も
あ
る
よ

う
で
、
画

一
的

に
処

理
が

な
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

。
こ

の
点

に
関

し
て

も
処

理
規

程
の

整
備

が
必

要
と

思
わ

れ
る

（
指

摘
事
項

2-19-1）。
 

②
～

④
に
関

し
て
は

、
当
該
住

棟
が

平
成

29
年

3
月

に
政
策

空
家
と

い
う
こ
と

で
、
本

来
そ

の
時

に
退

去
者
負

担
修
繕
を

指
定
業
者

に
発
注

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

か
っ
た

も
の
で
あ

る
が
、
未

発
注

の
も

の
で

あ
る
。
 

⑤
～

⑥
に
関

し
て
は

、
平
成

31
年

3
月

31
日
現

在
に
お
い

て
は

、
も
う
す

で
に

新
規
の
入

居
者
が

存
在

し
て
い

る
の
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
退
去

者
負
担

修
繕
費
相

当
額
が

、
管

理
簿

上
残
っ

て
い

る
こ
と

と
な

っ
て
い

る
も
の
で

あ
る
。
 

以
上

の
よ
う

に
、
退
去

者
負
担

修
繕

費
相
当

額
預

け
金
の
実

在
性

に
関

し
て
適

時
に
検
証
が

な
さ
れ

る
よ

う
改
善

指
導
す
る

よ
う
要
望

す
る
。
 

 
 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

九
五

  

指
摘
事

項
2
-19-3［

全
面

改
修

工
事

が
行
わ

れ
る

住
戸

に
対
す

る
退

去
者

負
担
修

繕
に
つ

い

て
：
住

宅
公
社

・
住

宅
対
策

室
］

 

 

退
去

者
負

担
修

繕
に

つ
い

て
住

棟
の

全
面

改
修

工
事

等
で

取
り

壊
さ

れ
る

こ
と

が
明

白
な

住
戸

に

対
す

る
修
繕

を
あ
え

て
取
壊
し

前
に

実
施

し
て
い

る
事
案
が

存
在

し
た

。
 

 表
 44 

全
面

改
修

工
事
が

行
わ

れ
る
住

戸
に
対

す
る
退

去
者
修

繕
一
覧
 

団
地

名
 

住
棟
 

住
戸
 

退
去

日
 

退
去

者
負

担

修
繕

費
相

当

額
（

円
）
 

指
定

業
者
 

〇
〇

団
地
 

〇
号

棟
 

Ａ
号
 

H28
年

9
月
 

92,500 
A
社
 

〇
〇

団
地
 

〇
号

棟
 

Ｂ
号
 

H22
年

12
月
 

101,700 
A
社
 

〇
〇

団
地
 

〇
号

棟
 

Ｃ
号
 

H26
年

5
月
 

85,200 
A
社
 

 
 

 
 

279,400 
 

（
資

料
：
退

去
修
繕

未
実
施
一

覧
Ｈ

31.3.31・
空

家
一
覧

H31.3.31）
 

 

こ
れ

は
、
前
述

の
と

お
り

、
退

去
者

負
担

修
繕
費

相
当
預
け

金
は

、
新
規

入
居

者
が

決
定

さ
れ

る
ま

で
は

、
指

定
業

者
に
預

け
ら
れ

た
ま

ま
に

な
る
が

、
こ

う
し

た
住

戸
の

あ
る
住

棟
に
関
し

て
全

面
改

修

等
取

壊
し
が

実
施
さ

れ
る
際
に

発
生

し
て

い
る

。
た
だ

し
、
住

宅
対

策
室

長
か

ら
「
全
面

的
改

善
事

業

に
伴

う
県

営
住

宅
募

集
停

止
住

戸
の

設
定

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」

が
発

出
さ

れ
た

後
は

、
退

去
者

負
担

修
繕

費
相
当

は
、
徴

収
し
な
い

こ
と

と
な

っ
て
い

る
。
 

〇
〇

団
地
〇

号
館
も

こ
の
よ
う

に
全

面
改

修
工
事

が
行
わ
れ

る
住

棟
で

、
こ

の
う
ち

、
3
戸
に

関
し

て
は

、
退

去
者

負
担

修
繕

費
相

当
預

け
金

が
以
下

の
よ
う
に

存
在

し
た

。
当

該
住
棟

の
「
全

面
的

改
善

事
業

に
伴
う

県
営
住

宅
募
集
停

止
住

戸
の

設
定
に

つ
い
て
（

依
頼

）」
の

発
令
は

、
平
成

28
年

12
月

12
日

で
、
そ
れ

以
前
で

か
つ
未

入
居

の
も

の
に
対

す
る
も
の

で
あ

る
。
当

該
団

地
で

は
、
3
件
に

つ
い

て
、
全

面
改
修

と
分
か

っ
て
い

て
敢

え
て

退
去
者

負
担
修
繕

が
実

施
さ

れ
た
こ

と
と
な
っ

て
い

る
。
住

宅
公

社
と
し

て
は

、
退

去
者
か

ら
修

繕
費

と
し
て

預
か
っ
て

い
る

の
で

、
仕

方
な

く
そ
の

目
的

物
が

滅

失
す

る
前
に

指
定
業

者
に
対
し

て
そ

の
履

行
を
指

示
し
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る

。
取

壊
し

を
実

施
す

る

の
を

前
提
に

、
当

該
住

戸
を
修

繕
す

る
こ

と
は

、
経

済
的
に

も
無

駄
な

修
繕
を

退
去
者
に

負
担

さ
せ

て

い
る

こ
と
と

な
り
、

改
善
さ
れ

た
い

。
 

加
え

て
、
上
記

3
件
に

関
し
て

は
、
同

一
の

指
定
業

者
が
修

繕
を

実
施

し
て
住

宅
公
社
に

対
し

て
修

繕
完

了
の
報

告
を
行

っ
て
い
る

が
、
こ

れ
を

閲
覧
し

た
と
こ

ろ
Ｃ

号
室

の
報
告

し
か
存
在

し
な

か
っ

た
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

九
六

 （
２

０
）
 

そ
の

他
預
り

金
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の

閲
覧
及

び
証
憑
突

合
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘
事

項
2
-20-1 

[長
期
滞

留
の

そ
の
他

預
り

金
の

処
理
に

つ
い

て
：

住
宅
公
社

] 

 

そ
の

他
預
り

金
に
計

上
さ
れ
て

い
る

2,934,667
円

に
つ
き

業
者

へ
の

照
会

、
法

的
な
権

利
を

確
認

し
た

上
で
収

益
計
上

の
処
理
を

さ
れ

た
い

。
平

成
９

年
頃
白

根
桃

の
丘

に
て
分

譲
事
業
を

行
っ

て
い

る

中
で

展
示
場

、
水

道
加

入
金
の

保
証

金
と

し
て
預

り
金
が
発

生
し

た
。
長

期
に
わ

た
り
預

り
金

の
ま

ま

放
置

さ
れ
て

い
る
の

で
内
容
を

確
認

し
た

上
で
適

切
な
会
計

処
理

を
行

う
必
要

が
あ
っ
た

。
 

 

意
見
事

項
2
-20-2 

[そ
の
他

預
り

金
の
不

明
差

異
の

処
理
に

つ
い

て
：

住
宅
公
社

] 

 

ま
た

、
そ

の
他

預
り
金

の
明
細

と
帳

簿
残

高
に

1,079
円
の

内
容

が
不

明
な
差

額
あ
る
。
内
容

を
調

査
し

た
上
で

適
切
な

処
理
を
さ

れ
た

い
。
 

 

現
状
 

住
宅

公
社
は

、
平
成

２
年
８
月

か
ら

白
根

桃
の
丘

地
域
（
住

所
）
の
分

譲
事
業

を
開
始
し

た
。
住
宅

公
社

が
県
立

白
根
高

校
西
側
の

用
地

を
取

得
し

、
宅

地
造
成

等
を

実
施

し
て
県

民
に
販
売

す
る

事
業

で

あ
る

。
 

 ＜
白

根
桃
の

丘
分
譲

事
業
の
概

要
＞
 

戸
数

 
286

戸
 

分
譲

期
間
 
平

成
4
年

7
月
～

平
成

21
年

全
戸
完

売
 

 

分
譲

事
業
と

し
て
は

、
双

葉
・
響
が

丘
に
次

ぐ
大

規
模

な
事

業
で

あ
る

。
分

譲
期
間

中
に

バ
ブ

ル
が

崩
壊

し
て
お

り
、
販

売
が

順
調

に
進

ま
な

い
可
能

性
が
高
く

な
っ

て
い

た
。
そ

の
た

め
、
住
宅

メ
ー
カ

 ー
に

分
譲
地

を
貸
与
し

て
展
示
場
（
モ

デ
ル
ハ

ウ
ス
）
を
建

設
さ

せ
販

売
促
進

を
図
っ
た
。
そ

の
他
預

り
金

は
そ
う

し
た
中
で

平
成

13
年
頃
に

受
領
し

た
も
の
で

あ
る
。

他
の
分
譲

地
で
は

、
展

示
場

の
建

設
と

い
っ
た

販
売
促
進

を
行
っ
て

お
ら
ず

、
類
似

例
か
ら
も
推

測
も
で

き
な
い
。
 

そ
の

他
預
り

金
明
細

の
う
ち
、

表
45

項
番
１

と
項

番
３
の

残
高

が
こ

れ
に
該

当
す
る
。
合

計
金
額

は
、
2,934,667

円
で

あ
る
。
住

宅
公
社

の
帳
簿

に
は
、
社

名
が
記
載

さ
れ
て

お
り
誰
か

ら
受

領
し
た

か
は

判
明
し

て
い
る
。
過

去
に
各

社
に
問

い
合
わ

せ
を
実
施
し

た
が

、
内

容
は
判

明
し
な

か
っ

た
た
め

そ
の

他
預
り

金
と
し
て

現
在
ま
で

残
っ
て

い
る
。
 

 表
 45 

平
成

3
1
年

3
月
末
時
点

の
そ
の

他
の
預

り
金
残

高
 

項
番
 

内
 

訳
 

金
 

額
 

１
 

白
根
桃

の
丘
分

譲
事
業

 
展
示
場

保
証
金
（

2
業

者
）
 

2,623,667
円
 

２
 

フ
ァ
ミ

リ
ー
賃

貸
事
業

償
還
金
 

409,429
円
 

３
 

白
根
桃

の
丘
分

譲
事
業

 
水
道
加

入
金
（

3
業
者

）
 

311,000
円
 

４
 

平
成

30
年
度

共
済
掛

金
 

269,880
円
 

５
 

パ
レ
ス

51
保

証
委
託

料
 

37,680
円
 

６
 

不
明
残

高
 

1,079
円
 

 
合
 

計
 

3,652,735
円
 

（
出
典

：
住

宅
公
社

提
供
資
料

よ
り

監
査
人

作
成

）
  

問
題

点
及
び
改

善
事
項
 

 

指
摘

事
項

2
-20-1［

長
期

滞
留
の

そ
の
他
預

り
金

の
処
理

に
つ

い
て
：

住
宅
公
社

］
 

 

白
根

桃
の
丘

分
譲
事

業
に
関
す

る
預

り
金
は

、
内
容

の
解
明

が
不

可
能

に
な
っ

て
い
る
た
め

収
益
計

上
す

る
必
要

が
あ
る
。
 

 

意
見

事
項

2
-20-2［

そ
の

他
預
り

金
の
不
明

差
異

の
処
理

に
つ

い
て
：

住
宅
公
社

］
 

 

住
宅

公
社
の

決
算
は

、
貸
借
対

照
表

の
勘
定

科
目

ご
と
に
明

細
が

作
成

さ
れ
て

お
り

、
各

残
高

の
確

認
が

さ
れ
て

い
る
が
、
預

り
金
に

つ
い
て

は
、
相
手

先
別
や
発

生
要
因

別
の
明
細

が
存
在

し
な

か
っ

た
。

不
明

残
高
に

つ
い
て
は

、
監
査
人

が
元
帳

を
も
と

に
ヒ
ア
リ
ン

グ
実
施

し
、
明
細

を
作
成
し

帳
簿
残

高
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梨
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公
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第
二
十
五
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令
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二
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四
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二
十
七
日

九
七

 と
の

差
額
を

検
出
し

た
。
監
査

後
の

住
宅

公
社
の

調
査
に
よ

っ
て

不
明

で
あ
っ

た
差
額
は

判
明

し
、
適

正
に

処
理
さ

れ
た

。
今

後
は
、
預

り
金

の
細

目
に
つ

い
て
は

明
細

を
作

成
し
残

高
が
適
切

か
否

か
に

つ

い
て

確
認
さ

れ
た
い

。
 

  
 









山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

九
八

 ＜
パ

レ
ス

51
の

概
要

＞
 

築
年

月
数
 
平

成
10

年
6
月

 
 

構
造

 
鉄
骨

造
4
階

建
て
 

戸
数

 
14

戸
 

取
得

時
期
 
平

成
27

年
9
月

 

取
得

金
額
 
130,457,229

円
 

 表
 46 

平
成

3
1
年

3
月
末
時
点

の
計
画

修
繕
引

当
金
の

内
訳
 

項
番
 

内
 
訳
 

金
 

額
 

１
 

外
壁

塗
装
 

11,600,000
円
 

２
 

屋
根

改
修
 

3,530,000
円
 

 
合

 
計
 

15,130,000
円
 

 

問
題

点
及
び

改
善
事

項
 

 

意
見
事

項
2
-21-1［

計
画

修
繕

引
当

金
の
適

正
な

見
積

も
り
に

つ
い

て
：

住
宅
公

社
］
 

 

計
画

修
繕

引
当

金
の

算
定

に
お

い
て

住
宅

公
社

外
部

の
施

工
業

者
な

ど
か

ら
の

見
積

を
入

手
し

て

検
討

す
る
必

要
が
あ

る
。
住
宅

公
社

職
員

に
よ
る

算
定
は
、
恣

意
性

が
介

在
す
る

可
能
性

が
高

く
見

積

金
額

が
過
大

又
は
、
過

少
と
な

っ
て

い
る

可
能
性

が
あ
る
。
ま

た
、
計
算

に
当
た

っ
て
は

、
見

積
金

額

の
満

額
を
計

上
す
る

の
で
は
な

く
、
入

札
に

よ
り
減

額
と
な

る
金

額
を

織
り
込

ん
で
設
定

す
べ

き
で

あ

る
。

築
20

年
以

上
を

経
過
し

、
一

般
的

な
大
規

模
修
繕
の

時
期

を
経

過
し
つ

つ
あ
る
の

で
計

画
実

施

期
間

を
含
め

、
慎
重

に
検
討
す

る
こ

と
を

期
待
す

る
。
 

  
 

 （
２

２
）
 

資
産

除
去
債

務
 

 

実
施

し
た
監
査

手
続
 

県
及

び
住
宅

公
社
の

職
員
に
対

す
る

質
問
 

関
係

資
料
の
閲

覧
及
び

証
憑
突
合
 

 

指
摘

事
項
 

 

意
見

事
項

2
-22-1 

[資
産
除

去
債

務
の

適
正

な
算
定
に
つ

い
て
：

住
宅
公

社
] 

 

住
宅

公
社

が
保

有
し

て
い

る
山
宮

南
団

地
7
棟

の
解

体
に
対

す
る

資
産
除

去
債
務

の
算

定
に

お
い

て
、
落
札

率
を

考
慮

し
な
い
で

見
積

額
を
算

定
し

て
い
る
。
入
札

の
結
果

次
第
で
は

、
資
産

除
去
債
務

が
過

大
計
上

と
な
る
可

能
性
が
あ

る
た
め

、
競

争
性

を
加
味
し

た
資
産

除
去
債
務

の
見
積

も
り

を
実

施

す
る

よ
う
要

望
す
る
。
 

 

意
見

事
項

2
-22-2 

[資
産
除

去
債

務
の

別
掲

表
示
に
つ
い

て
：
住

宅
公
社

] 

 

資
産

除
去
債

務
が
貸

借
対
照
表

上
、
そ

の
他
の

固
定

負
債
と

表
示

さ
れ

て
い
る

が
、
金
額

的
に

重
要

性
が

あ
る
た

め
、
財
務
諸

表
の
表

示
は
そ

の
他
固

定
負
債
で
は

な
く
資

産
除
去
債

務
と
し

て
別
掲
す

る

よ
う

要
望
す

る
。
 

 

現
状
 

 

住
宅

公
社
が

自
己
の

資
産
と
し

て
保

有
す
る

山
宮

南
団
地
は

、
平

成
31

年
8
月

1
日
時

点
で
全
入

居
者

の
退
去

が
終
了
し

、
令
和
元

年
11

月
～

令
和

3
年
度

に
か

け
て

解
体
工

事
を
実
施
す

る
予
定

で

あ
る

。
山

宮
南

団
地
が

建
っ

て
い
る

土
地

は
、

50
年

間
の

複
数

の
借
地

権
契

約
に
よ

り
使
用

し
て

い

る
も

の
で
あ

り
令
和

2
年
～
令

和
4
年
に

か
け
て

、
順
次
、
契

約
期
間

が
満
了
す

る
た
め

で
あ

る
。
 

住
宅

公
社
は

、
解
体
費

用
に
つ

き
資

産
除
去

債
務

を
計
上
し

、
貸

借
対
照
表

に
お

い
て
そ

の
他

固
定

負
債

と
し
て

表
示
し
て

い
る
。
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表
 47 

平
成

3
1
年

3
月

3
1
日

時
点
の

資
産
除

去
債
務

残
高
の

内
訳
 

山
宮

南
団
地

対
象
物

件
 

解
体

費
用
の

見
積
り

額
 

解
体

時
期
 

Ａ
Ｂ

Ｃ
号
館
 

143,566,000
円
 

令
和

2
年
度
 

Ｄ
Ｅ

Ｆ
Ｇ
号

館
 

222,839,000
円
 

令
和

3
年
度
 

合
 
計
 

366,405,000
円
 
 

（
出

典
：
住

宅
公
社

資
産
除
去

債
務

計
算

資
料
よ

り
）
 

 

解
体

費
用
の

見
積
も

り
は

、
住

宅
公

社
職

員
が
作

業
項
目
ご

と
に

山
梨

県
の
予

算
単
価
に

数
量

を
乗

じ
て

積
算
し

て
い
る

。
資

産
除

去
債

務
は

、
当

該
積

算
額
に

時
間

価
値

を
加
味

し
、
将
来

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を
計

算
し
計

上
し
て
い

る
。
 

 

問
題

点
及
び

改
善
事

項
 

 

意
見
事

項
2
-22-1［

資
産

除
去

債
務

の
適
正

な
算

定
に

つ
い
て

：
住

宅
公

社
］
 

 

現
在

計
上
さ

れ
て
い

る
資
産
除

去
債

務
は

、
県

が
予

算
を
設

定
す

る
際

の
金
額

で
あ
り
、
実
際

に
発

生
す

る
金
額

は
こ
れ

を
下
回
る

可
能

性
が

高
い

。
解

体
工
事

の
実

施
に

当
た
っ

て
落
札
率

を
加

味
す

る

必
要

が
あ
る

。
住

宅
公

社
職
員

へ
の

ヒ
ア

リ
ン
グ

に
お
い
て

は
、
解

体
工

事
で
は

通
常
の

修
繕

工
事

と

比
較

し
て
落

札
率
は

低
下
す
る

と
予

想
し

て
い
る

と
の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

山
宮

Ａ
Ｂ
Ｃ

号
館
に

つ
い
て
は

令
和

元
年

内
に
入

札
が
終
わ

り
着

工
と

な
る
予

定
で
あ
る

。
こ
の

結

果
を

参
考

に
令

和
元

年
度

の
決

算
に

お
い

て
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
号

館
の

資
産

除
去

債
務

の
見

積
額

を
見

直
す

必
要

が
あ
る

。
 

 

意
見
事

項
2
-22-2［

資
産

除
去

債
務

の
別
掲

表
示

に
つ

い
て
：

住
宅

公
社

］
 

 

資
産

除
去
債

務
に
つ

い
て
金
額

的
に

重
要

性
が
あ

る
項
目
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
貸

借
対
照

表
上

そ
の

他
固

定
負
債

と
し
て

表
示
さ
れ

て
い

る
の

で
、
令
和

元
年
度

の
決

算
に

お
い
て

は
資
産
除

去
債

務
と

し

て
別

掲
す
る

必
要
が

あ
る
。
 

  
 

 

３
．

 
山

梨
県
道
路
公
社

に
つ
い

て
 

 （
１

）
 未

収
金
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

総
勘

定
元
帳
の

閲
覧
 

未
収

金
内
訳
書

、
滞
留

状
況
が
わ

か
る
管
理

簿
の

閲
覧
 

道
路

公
社
の
職

員
へ
未

収
金
の
管

理
状
況
、

滞
留

債
権
の
有

無
に

つ
い

て
質
問
 

滞
留

債
権
が

あ
る

場
合

、
当

該
滞

留
債

権
の

状
況
及

び
貸

倒
引

当
金

の
設
定

状
況
に

つ
い

て
質

問
 

関
連

す
る
規
程

等
の
閲

覧
 

 

指
摘

事
項
 

 

意
見

事
項

3
-1-1 

[滞
留

未
収
金

の
回
収
事

務
手

続
に
係
る
規

則
等
の

策
定
に
つ
い
て

：
道
路

公
社

] 

 

小
井

川
駐
車

場
の
駐

車
料
金
の

う
ち

、
納
入
期

限
を

経
過
し

て
い

る
未

収
金
の

回
収
事
務
手

続
に
つ

い
て

、
そ
の
詳

細
を

定
め
た
規

則
等

を
設
け

る
事

を
検
討
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま
た

、
実
際

の
回
収
事

務
手

続
に
つ

い
て
も
一

部
見
直
し

が
必
要

で
あ
る

。
 

 

指
摘

事
項

3
-1-2 

[滞
納

未
収
金

に
対
す
る

貸
倒

引
当
金

の
設

定
に

つ
い
て
：
道

路
公

社
] 

 

当
該

滞
留
未

収
金
に

つ
い
て
、
貸

倒
引

当
金
の

計
上

要
否
の

検
討

が
な

さ
れ
て

お
ら
ず
、
実

際
に
貸

倒
引

当
金
の

計
上
が
必

要
で
あ
る

と
認
め

ら
れ
る

一
部
の
滞
留

未
収
金

が
存
在
す

る
。
 

 

指
摘

事
項

3
-1-3 

[督
促

行
為
の

適
時
性
の

確
保

に
つ
い

て
：

道
路

公
社
] 

 

納
入

期
限
を

過
ぎ
た

駐
車
料
金

の
未

納
者
に

対
し

て
は

、
年

に
1
回
連

絡
を
と

っ
た
後
に
初

め
て
文
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日
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 書
に

よ
る
督

促
を
行

う
の
で
は

な
く

、
速
や

か
に
文

書
に
よ

る
督

促
状

を
発
出

し
て

、
納

期
限

を
明

示

し
全

額
の
納

付
を
促

す
行
為
を

実
施

さ
れ

た
い

。
そ

の
速
や

か
な

督
促

行
為
が

な
い
場
合

、
債
務

者
が

債
務

を
認
識

す
る
客

観
的
な
証

跡
が

残
ら

ず
、
い
た

ず
ら
に

時
効

の
経

過
を
放

置
す
る
リ

ス
ク

が
存

在

す
る

。
ま

た
、
遅
延

損
害
金
の

計
算

の
始

期
が
確

定
さ
れ
な

い
こ

と
と

な
り

、
債
権

の
確

保
が

で
き

な

い
こ

と
と
な

る
。
 

 

指
摘
事

項
3
-1-4 

[適
正

な
時

効
管

理
等
に

つ
い

て
：

道
路
公

社
] 

 

未
収

債
権
の

時
効
管

理
を
適
正

に
行

う
た

め
に
も

、
債

務
者

別
の

個
別

管
理
表

を
作
成
し

、
期
別

未

収
金

の
督
促

及
び
催

告
記
録
を

適
時

適
切

に
記
載

し
、
時
効

の
中

断
等

に
該
当

す
る
債
務

の
承

認
が

口

頭
で

も
あ
っ

た
場
合

は
、
そ
の

旨
の

記
載

を
適
切

に
行
わ
れ

た
い

。
ま
た

、
所

在
不
明
や

連
絡

が
長

年

と
れ

な
い
債

務
者
に

対
し
て
は

、
一

定
の
条

件
の
下

で
債
権

回
収

手
続

を
中
断

す
る
例
外

的
な

要
件

を

規
則

等
に
明

記
す
る

こ
と
も
検

討
さ

れ
た

い
。
 

 

現
状
 

 

駐
車

料
金
を

含
め
た

未
収
金
に

つ
い

て
、
未

収
金
管

理
簿
に

よ
り

入
金

/
滞

留
管

理
を
行

っ
て

お
り

、

小
井

川
駐
車

場
に
係

る
駐
車
料

金
未

収
金

の
う
ち

、
納

入
期

限
を

経
過

し
て
い

る
も
の
が

平
成

３
１

年

３
月

末
現
在

201,000
円
あ
る

。「
山

梨
県
道

路
公
社

会
計

規
程

」
第

21
条

及
び
「
山

梨
県

道
路

公
社

会
計

規
程
実

施
細
則

」
第

33
条

に
お
い

て
、「

理
事

長
は
納

入
期

限
ま

で
に
納

付
し
な
い

債
務

者
に

対

し
、
督

促
状

に
よ
り

督
促
を
行

う
。
た
だ

し
、
口

頭
に
よ

り
請

求
を

す
る

場
合
は

こ
の
限
り

で
は

な
い

」

と
定

め
て
お

り
、
現

状
に
お
い

て
、
納
入

期
限
を

経
過
し
た

駐
車

料
金

に
つ
い

て
、
年
１

回
（

直
近

で

は
６

月
）
利
用

者
に
連

絡
を
と

り
納

入
依

頼
連
絡

を
行
っ
て

い
る

。
電
話

連
絡
に

応
じ
な

い
債

務
者

に

対
し

て
は

、
文

書
に
よ

る
督
促

を
実

施
し

て
い
る

。
滞

留
未

収
金

に
係

る
当
該

回
収
事
務

手
続

に
つ

い

て
、
督

促
に
つ

い
て
の

一
定
の

言
及

は
あ

る
も
の

の
、
詳
細

を
定

め
た

規
則
等

は
設
け
ら

れ
て

い
な

い
。 

ま
た

、
特

に
長

期
滞

留
未

収
金

に
つ

い
て

貸
倒

引
当

金
の

計
上

要
否

の
検

討
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。 

 

  
 

 

問
題

点
及
び
改

善
事
項
 

 

意
見

事
項

3
-1-1［

滞
留

未
収

金
の

回
収
事

務
手
続
に

つ
い

て
：
道

路
公

社
］

 

指
摘

事
項

3
-1-3［

督
促

行
為

の
適

時
性
の

確
保
に
つ

い
て

：
道
路

公
社

］
 

指
摘

事
項

3
-1-4［

適
正

な
時

効
管

理
等
に

つ
い
て
：

道
路

公
社
］

 

 

現
状

で
は
、
未

納
入
と

な
っ
て
い

る
駐
車

料
金
に

つ
い
て
、「

山
梨

県
道

路
公
社

会
計
規
程

」
第

21

条
及

び
「
山

梨
県
道
路

公
社
会
計

規
程
実

施
細
則

」
第

33
条

に
基
づ
き

、
年
１

回
、
駐

車
場

利
用
者

に
納

入
依
頼

連
絡
を
行

っ
て
い
る

と
の
こ

と
で
あ

る
。
し
か

し
、
未

納
入

と
な
っ

て
か
ら

時
間

が
経

過

す
る

に
つ
れ

、
利

用
者
へ

の
連
絡

が
困
難

に
な
る

な
ど
回
収
可

能
性
が

低
下
す
る

の
み
で

な
く
、
契
約

が
継

続
し
て

い
れ
ば
未

回
収
額
が

そ
の
後

増
加
し

て
い
く
こ
と

と
な
り

、
最

終
的
に

回
収

で
き

な
く

な

っ
た

場
合
に

、
道
路
公

社
に
与
え

る
損
失

が
増
加

し
て
し
ま
う

こ
と
と

な
る
。
 

そ
の

た
め

、
現
状

年
１
回

の
み
の

連
絡
と

い
う
こ

と
で
あ
る
が

、
納
期
限

を
超
過

し
た
未

収
金

に
対

し
て

は
、
ま
ず

文
書
に
よ

り
督
促

行
為
を

行
う
こ

と
を
原
則
と

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
仮
に

口
頭
に

よ
る

督
促
を

認
め
る
と

し
て
も
、
未

納
入
と

な
っ
た

未
収
金
が

発
生
し

た
都
度
納

入
依
頼

の
連

絡
を

行

い
、
以
降

も
未

納
入

と
な
っ
て

い
る

未
収
金

に
つ

い
て
定
期

的
（

例
え
ば

１
カ
月
ご

と
な

ど
）
に
利
用

者
へ

納
入
依

頼
の
連
絡

を
行
う
な

ど
、
未
納

入
と
な

っ
て
い
る

未
収
金

が
極
力
発

生
し
な

い
よ

う
に

回

収
事

務
手
続

を
見
直
す

べ
き
で
あ

り
、
そ
の

回
収
事

務
手
続
に

つ
い
て

そ
の
詳
細

ま
で
定

め
た

規
則

等

を
設

け
る
事

を
要
望
す

る
。
 

 

指
摘

事
項

3
-1-2［

滞
納

未
収

金
に

対
す
る

貸
倒
引
当

金
の

設
定
に

つ
い

て
：

道
路
公

社
］
 

 

小
井

川
駐
車

場
利
用

料
に
つ
い

て
未

納
入
と

な
っ

て
い
る
未

収
金
（

平
成

31
年

3
月
末
時

点
）
は
、

滞
留

期
間
に

応
じ
て
以

下
の
と
お

り
で
あ

る
。
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 表
 48 

経
過

期
間

別
の
滞

納
未

収
金
の

状
況
 

区
 
分
 

納
入

期
限
か

ら
の
経

過
月
数
 

～
3
カ

月
 

3
カ

月
超
 

6
カ

月
以
内
 

6
カ

月
超
 

1
年

以
内
 

1
年

超
 

合
 

計
 

件
数
 

9
件
 

5
件
 

2
件
 

3
件
 

 

金
額
 

81,000
円
 

33,000
円
 

36,000
円
 

51,000
円
 

201,000
円
 

（
出

典
：
未

収
金
整

理
簿
よ
り

外
部

監
査

人
集
計

）
 

注
：
上

記
表
の

未
収
金

の
う
ち
、
平
成

31
年

4
月

1
日
以
降

9
月

2
日
ま
で
に

5
7,
0
00

円
（
内

訳
：
～
3
カ

月

分
：
4
2
,0
0
0
円
、

３
カ
月

超
６
カ

月
以
内

分
：

15
,
00
0
円

）
は
回

収
さ
れ

て
い
る

。
 

 

上
記

表
の
う

ち
、
納

入
期
間
か

ら
1
年

超
と
な

っ
て
い

る
未

収
金

に
つ

い
て
は

、
平
成

28
年

9
月

か
ら

平
成

29
年

8
月
ま

で
の

駐
車

場
利

用
料

36,000
円

で
あ

り
、

現
状
駐

車
場
利
用

契
約

（
書

面
）

は
な

く
、

ま
た

利
用

者
（

債
務

者
）

と
も

連
絡

が
と

れ
な

い
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

当
該

状
況

か
ら
、

回
収

可
能

性
が

極
め

て
低

い
も

の
と

認
め

ら
れ

る
た

め
当

該
未

収
金

に
つ

い
て

全
額

貸
倒

引
当

金
を

計
上

す
べ
き

で
あ
る

。
 

な
お

、
そ

の
他

の
未
納

入
と
な

っ
て

い
る

未
収
金

に
対
す
る

貸
倒

引
当

金
の
計

上
要
否
に

つ
い

て
は

、

表
48

に
記
載

の
と
お

り
、
一

部
回

収
実

績
が
あ

る
こ
と
か

ら
も

個
別

の
各
未

収
金
に
つ

い
て

、
回

収

可
能

性
を
判

断
し
た

上
で
貸
倒

引
当

金
を

計
上
す

べ
き
で
あ

り
、
例

え
ば

以
下
の

要
素
を

総
合

的
に

勘

案
し

て
検
討

す
べ
き

も
の
と
考

え
る

。
 

・
支

払
の
意

思
が
認

め
ら
れ
る

か
（

支
払

能
力
も

含
む
）
 

・
滞

留
期

間
の
長

短
（

一
般
的

に
、
長
期

間
滞
留

し
て
い
る

債
権

に
つ

い
て
、
回

収
可
能

性
は

低
い

と
考

え
ら
れ

る
）
 

 上
記

の
よ
う

な
回
収

可
能
性
を

検
討

し
た

貸
倒
引

当
金
の
計

上
処

理
に

つ
い
て

、
会

計
処

理
の

継
続

性

や
客

観
性
を

担
保
す

る
た
め
に

、
貸

倒
引
当

金
規
程

等
を
整

備
運

用
す

る
必
要

が
あ
る
も

の
と

考
え

る
。 
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 簿
の

残
高
と

の
一
致

を
確
認
し

、
さ

ら
に
そ

の
現
物

カ
ウ
ン

ト
結

果
に

つ
い
て

、
上

長
の

確
認

を
得

て

い
る

。
な
お

、
棚
卸

に
つ
い
て

は
、「

山
梨

県
道
路

公
社
会

計
規

程
実

施
細
則

」
第

85
条

(1)に
お

い

て
、
資

産
の
棚

卸
を
実

施
す
る

旨
を

記
載

し
て
い

る
の
み
で

、
詳

細
に
つ

い
て
定

め
た
規

程
等

は
な

い
。 

雁
坂

ト
ン
ネ

ル
管
理

事
務
所
に

て
管

理
さ

れ
て
い

る
切
手
等

の
受

払
管

理
簿
に

お
い
て
は

、
当
該

現

物
カ

ウ
ン
ト

結
果
及

び
上
長
の

確
認

を
受

け
て
い

る
こ
と
の

証
跡

を
明

瞭
に
記

録
さ
れ
て

い
る

が
、
本

社
及

び
富
士

山
有
料

道
路
管
理

事
務

所
保

管
分
の

切
手
に
つ

い
て

は
、
現

物
カ
ウ

ン
ト
の

結
果

及
び

上

長
の

確
認
を

実
施
し

た
こ
と
を

示
す

証
跡

が
残
さ

れ
て
い
な

か
っ

た
。
 

 

問
題

点
及
び

改
善
事

項
 

 

指
摘
事

項
3
-2-1［

未
販
売

回
数
券

の
資

産
計

上
に
つ

い
て

：
道

路
公
社

］
 

 

回
数

券
に
つ

い
て
は

、
業

者
よ

り
納

品
を

受
け
た

際
に
一
括

費
用

処
理

さ
れ
て

お
り

、
期

末
時

点
で

未
使

用
と
な

っ
て
い

る
回
数
券

に
つ

い
て

、
そ

の
原

価
相
当

額
分

を
貯

蔵
品
と

し
て
計
上

す
べ

き
で

あ

る
。
 

貯
蔵

品
の

計
上

に
係

る
単

価
に

つ
い

て
は

、
例

え
ば

直
近

の
業

者
か

ら
の

印
刷

費
等

の
請

求
実

績

（
平

成
31

年
3
月
納

品
 
1,230

冊
 
1,145,890

円
）
な

ど
か

ら
算

定
し

、
貯

蔵
品
残

高
を

算
定

す

る
方

法
が
考

え
ら
れ

る
。
 

 

指
摘
事

項
3
-2-2［

金
券
類

の
適
正

な
受

払
管

理
に
つ

い
て

：
道

路
公
社

］
 

 

切
手

等
の
金

券
類
は

換
金
が
容

易
で

あ
り

、
横

領
等

の
不
正

リ
ス

ク
も

認
め
ら

れ
る
こ
と

か
ら

、
現

物
管

理
は
極

め
て
重

要
で
あ
る

。
当

法
人
の

3
拠
点

に
お
い

て
、
切

手
等

の
受
払

管
理
簿

を
閲

覧
し

た

結
果

、
適

切
に

作
成
運

用
さ
れ

て
い

る
も

の
と
認

め
ら
れ
、
ま

た
切

手
等

の
現
物

カ
ウ
ン

ト
及

び
そ

の

結
果

の
上
長

の
確
認

も
行
わ
れ

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ
る
。
し

か
し

、
本

社
及
び

富
士
山

有
料

道
路

管

理
事

務
所
に

お
い
て

は
、
受
払

管
理

簿
に

て
管
理

さ
れ
て
い

る
切

手
等

の
現
物

の
実
在
性

を
確

認
し

て

い
る

実
物
カ

ウ
ン
ト

結
果
を
示

す
証

跡
が

残
さ
れ

て
い
な
か

っ
た

。
各
拠

点
の
受

払
管
理

簿
を

、
現
物

カ
ウ

ン
ト
欄

及
び
上

長
の
承
認

欄
を

設
け

た
統
一

フ
ォ
ー
マ

ッ
ト

に
よ

り
管
理

運
用
す
る

な
ど

、
上
記

の
現

物
管

理
手

続
及

び
そ

の
手

続
結

果
の

記
載

が
漏

れ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

も
有

用
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る
。
 

  

 （
３

）
 有

形
固

定
資
産
 

 

実
施

し
た
監
査

手
続
 

固
定

資
産
台

帳
等
の

閲
覧
 

固
定

資
産
の

帳
簿
価

額
に
つ
い

て
、

固
定

資
産
台

帳
と
決
算

書
を
突
合
 

遊
休

資
産
の

有
無
に

つ
い
て
道

路
公

社
の

職
員
に

質
問
 

現
物

管
理
の

実
施
状

況
が
分
か

る
関

連
資

料
の
閲

覧
及
び
職

員
へ
の
質

問
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘

事
項

3
-3-1 

[適
正

な
減
価

償
却
計
算

に
つ

い
て
：

道
路

公
社

] 

 

雁
坂

ト
ン
ネ

ル
有
料

道
路
設
備

の
う

ち
「
携

帯
無
線

電
話
装

置
」（

平
成

17
年

9
月

30
日
取

得
 
取

得
価

額
：
455,700

円
）
の
平
成

31
年

3
月
末

帳
簿

価
額
が

、
本
来

13,673
円
で

あ
る
べ

き
と

こ
ろ
、

1
円

と
な

っ
て

お
り
過

少
計

上
と

な
っ

て
い

る
。
「

携
帯
無

線
電

話
装
置

」
の
適

正
な

減
価

償
却

計
算

を
実

施
さ
れ

た
い
。
 

 

指
摘

事
項

3
-3-2 

[固
定

資
産
管

理
資
料
の

整
合

性
の
確

保
に

つ
い

て
：
道
路
公

社
] 

 

会
社

作
成

の
固

定
資

産
一

覧
表

の
合

計
額

と
決

算
書

の
固

定
資

産
の

帳
簿

価
額

合
計

額
と

が
不

一

致
と

な
っ
て

お
り
、
結

果
的
に

決
算

書
の
修

正
は

不
要
で
あ

る
が

、
決
算
書

に
計

上
さ
れ
て

い
る
固

定

資
産

金
額
の

正
確
性
及

び
網
羅
性

の
検
証

が
な
さ

れ
て
い
な
い

。
固

定
資

産
の
内
部

管
理

資
料

等
の

整

合
性

を
確
保

し
、
適
正

に
検
証
す

る
牽
制

組
織
を

構
築
さ
れ
た

い
。
 

 

指
摘

事
項

3
-3-3 

[固
定

資
産
（

備
品
）
の

現
物

管
理
（

実
在

性
、

使
用
可
能
性

の
確

認
）
に

つ
い

て
：
道

路
公
社
] 

 

過
年

度
の
監

査
で
の

指
摘
に
よ

り
、
備

品
管
理

の
た

め
に
備

品
シ

ー
ル

を
貼
付

し
て
お
り
、
加

え
て
、

現
物

の
実
在

性
や
使
用

可
能
性
の

検
証
を

定
期
的

に
行
う
べ
き

と
こ
ろ

、
現

物
確
認

及
び

報
告

の
手

続

を
定

め
て
お

ら
ず
、
ま

た
実
施

し
て

い
な
い

。
備
品
の

現
物

確
認

及
び
使

用
可

能
性
の
評
価

を
適
正

に

一
〇
二
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 実
施

さ
れ
た

い
。
 

 

現
状
 

 

道
路

公
社
で

は
、
個

々
の
固
定

資
産

の
ご

と
に
「

取
得
価
額

」、「
当
該

年
度
減

価
償
却
額

」、「
減
価

償
却

累
計
額

」、「
帳
簿

価
額
」
を

記
載

し
た

固
定
資

産
一
覧

表
及

び
個

々
の
固

定
資
産
の

償
却

計
算

を

行
っ

て
い
る

固
定
資

産
管
理
台

帳
（

償
却

台
帳

）
を

作
成
管

理
し

て
い

る
。
な

お
、
と
も

に
エ

ク
セ

ル

に
よ

り
作
成

さ
れ
て

い
る
。
 

固
定

資
産

の
減

価
償

却
計

上
の

仕
訳

は
、

固
定

資
産

一
覧

表
に

お
け

る
「

当
該

年
度

減
価

償
却

額
」

記
載

額
に

基
づ

き
計

上
し

て
い

る
。

し
か

し
、
「

当
該

年
度

減
価

償
却

額
」

記
載

額
は

金
額

（
数

値
）

の
直

接
入
力

と
な
っ

て
お
り
、
個

々
の

固
定

資
産
の

償
却
計

算
を

行
っ

て
い
る

固
定
資
産

管
理

台
帳

の

償
却

額
と
リ

ン
ク
さ

せ
て
い
な

い
。
ま

た
、
固
定

資
産
一
覧

表
に

つ
い

て
は

、
減
価

償
却

計
上

仕
訳

時

に
使

用
す
る

の
み
で

、
固
定
資

産
の

残
高

ベ
ー
ス

で
の
検
証

資
料

と
し

て
使
用

し
て
い
な

い
。
 

 過
年

度
の
監

査
に
お

い
て

、
備

品
に

つ
い

て
は

、
個

々
の
備

品
を

特
定

す
る
た

め
に
備
品

シ
ー

ル
を

貼
付

す
る
と

同
時
に

現
物
の
確

認
を

す
る

必
要
が

あ
る
旨
の

指
摘

を
受

け
、
シ
ー

ル
貼
付

と
現

物
の

特

定
を

行
っ
た

が
、
現
物

確
認
の

実
施

を
定

め
る
規

程
等
が
な

く
、
個

々
の

備
品
が

使
用
可

能
か

否
か

を

含
め

た
現
物

確
認
及

び
そ
の
実

施
結

果
の

報
告
が

定
期
的
に

な
さ

れ
て

い
な
い

。
 

 

問
題

点
及
び

改
善
事

項
 

 

指
摘
事

項
3
-3-1［

適
正
な

減
価
償

却
計

算
に

つ
い
て

：
道

路
公

社
］
 

 

個
々

の
固
定

資
産
管

理
台
帳
と

固
定

資
産

一
覧
表

に
お
け
る

記
載

額
と

を
突
合

し
た
結
果

、
雁
坂

ト

ン
ネ

ル
有
料

道
路
設

備
の
「
携

帯
無

線
電

話
装
置

」（
平
成

17
年

9
月

30
日

取
得
 

取
得

価
額

：

455,700
円

）
の

平
成

31
年

3
月

末
帳

簿
価
額

に
つ
い
て

、
固
定

資
産
管

理
台
帳

で
は

13,673
円
と

な
っ

て
い
る

が
、
固
定

資
産
一

覧
表

で
は

1
円
と

な
っ
て
お

り
、
結

果
と

し
て
過

少
計
上

と
な

っ
て

し

ま
っ

て
い
る

。
 

こ
れ

は
、

決
算

仕
訳

の
根

拠
資

料
と

な
っ

て
い

る
固

定
資

産
一

覧
表

の
「

当
該

年
度

減
価

償
却

額
」

が
金

額
の
直

接
入
力

と
な
っ
て

お
り

、
減
価

償
却
計

算
を
行

っ
て

い
る

固
定
資

産
管
理
台

帳
と

リ
ン

ク

し
て

い
な
い
（

リ
ン
ク

し
て
い

な
く

と
も

適
切
に

転
記
さ
れ

て
い

る
か

の
検
証

が
な
さ
れ

て
い

な
か

っ

た
）
こ

と
に
起

因
す

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。
当

該
運

用
と

な
っ

て
い

る
の
は

、
会

社
は

固
定

資
産

の

減
価

償
却

方
法

に
定

額
法

を
採

用
し

て
お

り
、

基
本

的
に

毎
期

の
減

価
償

却
計

上
額

が
不

変
で

あ
り
、

一
〇
三



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

一
〇
四

 （
４

）
 賞

与
引

当
金
 

 

実
施

し
た
監

査
手
続
 

総
勘

定
元
帳

の
閲
覧
 

賞
与

引
当
金

の
計
上

に
つ
い
て

、
道

路
公

社
職
員

へ
の
質
問

 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘
事

項
3
-4-1 

[賞
与

引
当

金
の

適
正
な

表
示

に
つ

い
て
：

道
路

公
社

] 

 

平
成

30
年

度
よ

り
、

賞
与
引

当
金

6,754,700
円

を
計
上

し
て

い
る

が
、
計

上
科
目
を

「
預

り
納

付
金

」
と
し

て
お
り

、「
賞
与

引
当

金
」

科
目
に

よ
り
適
正

に
表

示
さ

れ
た
い

。
 

 

現
状
 

 

監
査

で
の
指

摘
に
よ

り
平
成

30
年

度
か

ら
賞
与

引
当
金

6,754,700
円
を

計
上
し
て

い
る

が
、「

賞

与
引

当
金
」

科
目
で

は
な
く
「

預
り

納
付

金
」
科

目
を
使
用

し
て

い
る

。
 

 

問
題

点
及
び

改
善
事

項
 

 

現
在

の
財
務

会
計
上

、
登

録
さ

れ
た

科
目

と
し
て

適
切
な
科

目
が

な
い

場
合
に

つ
い
て
は

、
適
切

な

科
目

を
登

録
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

こ
で

は
、
「

賞
与

引
当

金
」

と
い

う
科

目
を

登
録

し
、

使
用

す
る

必
要

が
あ
る

。
 

  
 

一
〇
四

一
〇
五

 （
５

）
 有

料
道

路
料
金

収
入
 

 

実
施

し
た
監
査

手
続
 

通
行

料
金
等

に
つ
い

て
会
計
シ

ス
テ

ム
へ

の
仕
訳

入
力
ま
で

の
業
務
の

流
れ
に

つ
い
て
、
道

路
公

社
職
員

へ
の
質

問
実
施
 

任
意

抽
出

し
た
特

定
の

日
に

係
る

通
行

料
金
に

つ
い

て
、

委
託

業
者
か

ら
の

実
績

報
告

額
、

総
勘

定
元

帳
記

帳
額

及
び

実
際

入
金

額
と

の
一

致
を

検
証

す
る

た
め

ウ
ォ

ー
ク

ス
ル

ー
手

続
実

施
 

 

指
摘

事
項
 

 

指
摘

事
項

3
-5-1 

[業
務

委
託
実

績
報
告
書

の
適

正
な
検

査
に

つ
い

て
：
道
路
公

社
] 

 

有
料

道
路
料

金
収
入

に
つ
い
て

は
、
委

託
業
者

か
ら

の
報
告

書
に

よ
り

計
上
を

行
っ
て
い
る

が
、
そ

の
報

告
内
容

に
関
し
て

適
正
性
の

検
証
が

行
わ
れ

て
い
な
い
た

め
、
当
該

報
告
書
の

内
容

の
正

確
性

を

検
証

す
る
手

続
を
実
施

さ
れ
た
い

。
 

 

意
見

事
項

3
-5-2 

[回
数

券
販
売

収
益
の
計

上
時

期
の
見
直
し

に
つ
い

て
：
道
路

公
社

] 

 

回
数

券
に
つ

い
て
は

そ
の
販
売

時
に

一
括
収

入
計

上
と
し
て

い
る

が
、
原

則
は
役

務
が
提

供
さ

れ
た

時
、
す
な

わ
ち

回
数
券
使

用
時
に

収
入
計

上
す
べ

き
で
あ
り
、
原

則
処
理

へ
の
変

更
要
否
を

検
討
す

る

よ
う

要
望
す

る
。
 

 

意
見

事
項

3
-5-3 

[回
数

券
の
払

戻
要
件
の

明
記

に
つ
い

て
：

道
路

公
社
] 

 

他
県

の
道

路
公

社
と

同
様

に
、
「
回

数
券

約
款

」
に
払

戻
し
の

条
件

と
し
て

「
利

用
者

に
廃

車
、
車

種
の

変
更

、
勤

務
地
若

し
く
は

住
所

の
変
更

、
死
亡
又

は
こ

れ
ら

に
類
す

る
事

由
が
生
じ
た

こ
と
に

よ

り
回

数
通
行

券
が
不
要

に
な
っ
た

と
き
」

を
追
加

す
る
こ
と
を

要
望
す

る
。
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現
状
 

 

有
料

道
路
の

料
金
収

受
業
務
に

つ
い

て
は

、
外

部
業

者
に
委

託
し

て
お

り
、
各
料

金
所
で

の
料

金
収

入
及

び
回

数
券

販
売

収
入

（
以

下
「

料
金

収
入

等
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

は
銀

行
に

よ
り

適
時

に
集

金
さ

れ
、
後
に

本
社
の

預
金
口

座
に

入
金

さ
れ
て

い
る
（
※

集
金

及
び

入
金
タ

イ
ミ
ン
グ

に
つ

い
て

は

下
記

の
と
お

り
。）。

 

本
社

は
日

々
の

料
金

収
入

等
が

適
切

に
入

金
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
預

金
通

帳
に

よ
り

確
認

す
る

と

と
も

に
、

月
次

で
委

託
業

者
よ

り
提

出
さ

れ
る

通
行

台
数

・
料

金
実

績
報

告
書

と
入

金
額

を
突

合
し
、

一
致

を
検
証

確
認
し

て
い
る
。

 

 

※
集

金
及
び

入
金
タ

イ
ミ
ン
グ

 

（
富

士
山
有

料
道
路

管
理
事
務

所
）
 

月
、

火
、
水

、
木
曜

日
の
料
金

収
入

等
 
 
→
 
翌

日
、
本

社
の

口
座

へ
入
金
 

金
、

土
、
日

曜
日
の

料
金
収
入

等
 
 
 
 
→
 
翌

月
曜
日

に
、

本
社

の
口
座

へ
入
金
 

（
雁

坂
ト
ン

ネ
ル
有

料
道
路
管

理
事

務
所

）
 

月
、

火
、
水

、
木
曜

日
の
料
金

収
入

等
 
 
→
 
金

曜
日
に

、
本

社
の

口
座
へ

入
金
 

金
、

土
、
日

曜
日
の

料
金
収
入

等
 
 
 
 
→
 
翌

月
曜
日

に
、

本
社

の
口
座

へ
入
金
 

 

回
数

券
販
売

収
入
に

つ
い
て
は

、
回

数
券
の

販
売
収

入
額
も

、
通

常
の
通

行
料
金

に
含
ま

れ
て

本
社

の
口

座
に
入

金
さ
れ

て
い
る
こ

と
か

ら
、
結

果
と
し

て
回
数

券
の

使
用

時
に
関

係
な
く
販

売
時

に
収

入

計
上

さ
れ
て

い
る
。
 

な
お

、
当
該

回
数
券

の
収
入
計

上
基

準
（

回
数
券

の
収
益
計

上
基

準
）
に

つ
い

て
、
財
務

に
関

す
る

規
程

等
へ
の

記
載
が

な
い
。
 

「
山

梨
県
道

路
公
社

回
数
券
約

款
」
の
第

7
条

に
、
回

数
券

は
原

則
と

し
て
払

戻
し
は
行

わ
な

い
と

し
つ

つ
も
、

以
下
の

3
つ
の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
と
き
は

払
戻

し
を

行
う
と

定
め
て
い

る
。
 

・
有

料
道
路

の
料
金

の
徴
収
期

間
が

満
了

し
た
と

き
 

・
当

該
回

数
券

が
廃

止
さ

れ
た

と
き

及
び

法
令

等
に

よ
り

券
面

表
示

の
車

種
に

属
す

る
車

両
の

通

行
が

禁
止
さ

れ
た
と

き
 

・
そ

の
他
公

社
が
、

回
数
券
の

払
戻

し
の

必
要
が

あ
る
と
認

め
ら

れ
た

と
き
 

実
際

に
、
過
去

に
お
い

て
有
料

道
路

を
無

料
開
放

し
た
際
に

未
使

用
の

回
数
券

の
払
戻
し

を
実

施
し

て
い

る
が
、

原
則
と

し
て
払
戻

し
は

認
め

て
い
な

い
と
の
こ

と
で

あ
る

。
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こ
こ

で
、
回
数

券
に
つ

い
て
は

通
し

番
号

が
付
さ

れ
て
い
る

も
の

の
、
例

え
ば
個

々
の
回

数
券

の
通

し
番

号
ご

と
に

そ
の

販
売

時
期

及
び

使
用

時
期

等
が

即
座

に
把

握
で

き
る

よ
う

な
電

子
的

な
デ

ー
タ

管
理

は
行
わ

れ
て
い

な
い
と
の

こ
と

で
あ

る
。
回
数

券
の
使

用
状

況
等

を
把
握

す
る
デ
ー

タ
管

理
が

で

き
る

よ
う
な

シ
ス
テ

ム
投
資
を

行
う

場
合

を
除
く

と
、
現
実

的
な

対
応

及
び
検

討
と
し
て

は
以

下
の

対

応
が

考
え
ら

れ
る
。
 

ⅰ
）
路

線
及
び

回
数
券

の
種
類

ご
と

に
、
特

定
の
一

定
期
間

に
販

売
さ

れ
た
回

数
券
が
い

つ
使

用
さ

れ
た

か
を
集

計
し

、
当

該
サ
ン

プ
リ

ン
グ

結
果
に

基
づ
き
、
回

数
券

が
販

売
さ
れ

て
か
ら

実
際

に
使

用

さ
れ

る
ま
で

の
期
間

（
以
下
「

未
使

用
期

間
」
と

い
う

。）
を

推
定
す

る
。
 

ⅱ
）
ⅰ

）
の
推

定
さ
れ

た
未
使

用
期

間
に

基
づ
き

、
期
末
日
（

3
月

31
日

）
に

お
い
て
未

使
用

と
な

っ
て

い
る
回

数
券
残

高
の
推
定

値
を

算
出

す
る
。
 

ⅲ
）
ⅰ

）
の
結

果
、
回

数
券
の

販
売

時
か

ら
使
用

時
ま
で
の

期
間

が
ご

く
短
期

で
あ
っ
た

場
合
（
例

え
ば

1
カ
月

以
内
な

ど
）
に
は

、
実

務
上
の

便
宜
を

鑑
み
て

現
状

の
回

数
券
販

売
時
に
お

い
て

収
入

計

上
す

る
処
理

も
是
認

さ
れ
る
も

の
と

判
断

す
る
。
 

ⅳ
）
ⅱ

）
の

結
果

、
期

末
日
に

お
い

て
未

使
用
と

な
っ
て
い

る
回

数
券

残
高
推

定
値
の
金

額
的

重
要

性
が

認
め
ら

れ
な
い

場
合

、
ⅲ

）
の

判
断
と

同
様

に
、
現
状

の
回

数
券

販
売
時

に
お
い
て

収
入

計
上

す

る
処

理
も
是

認
さ
れ

る
も
の
と

判
断

す
る

。
 

ⅴ
）
ⅲ

）
及
び

ⅳ
）
の

い
ず
れ

も
該

当
し

な
い
場

合
、
一
定

レ
ベ

ル
以

上
の
精

度
の
あ
る

期
末

日
時

点
の

未
使
用

回
数
券

残
高
を
算

定
し

、
回

数
券
販

売
収
入
を

減
額

す
る

こ
と
を

検
討
す
る

。
 

上
記

の
検
討

結
果
を

踏
ま
え
、
現

状
の

回
数

券
の
収

益
計
上

基
準

の
妥

当
性
に

つ
い
て
見

直
し

の
要

否
検

討
を
行

う
必
要

が
あ
る
も

の
と

判
断

し
た
。
 

 意
見
事

項
3
-5-3［

回
数
券

の
払
戻

要
件

の
明

記
に
つ

い
て

：
道

路
公
社

］
 

 

他
県

の
道
路

公
社
に

お
け
る
回

数
券

の
払

戻
し
条

件
を
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に
よ

り
確
認
す

る
と

、
当

公
社

の
回

数
券

約
款

に
定

め
る

払
戻

し
の

条
件

に
加

え
、
『

利
用

者
に

廃
車

、
車

種
の

変
更

、
勤

務
地

若
し

く
は
住

所
の
変

更
、
死
亡

又
は

こ
れ

ら
に
類

す
る
事
由

が
生

じ
た

こ
と
に

よ
り
回
数

通
行

券
が

不

要
に

な
っ
た

と
き

』
を

定
め
て

い
る

他
県

の
道
路

公
社
が
散

見
さ

れ
た

。
現

状
の

回
数
券

約
款

に
お

い

て
定

め
て
い

る
、
払
戻

し
の
条

件
は

、
利
用

者
（
回

数
券
保

有
者

）
の
責

任
に
帰

す
こ
と

の
で

き
な

い
、

言
わ

ば
利
用

者
に
と

っ
て
不
可

抗
力

の
事

態
と
な

っ
た
場
合

に
限

定
し

て
い
る

。
し

か
し

、
他
県

の
公

社
の

実
例
と

し
て

、
廃
車

や
住

所
（

勤
務
地

）
変

更
に
よ
り

回
数

券
を

使
用
し

な
く
な
っ

た
場

合
に

も

払
戻

し
を
認

め
て
い

る
ケ
ー
ス

も
あ

る
こ

と
か
ら

も
、
利
用

者
の

利
便

性
の
向

上
、
延
い

て
は

回
数

券

の
販

売
及

び
利

用
者

の
増

加
も

期
待

で
き

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

な
お

、
払

戻
し

を
行

う
際

に
は
、

廃
車

や
車
種

変
更

、
住
所

又
は

勤
務

地
の

変
更

、
死
亡

等
の

事
実

を
確

認
で
き

る
資
料
を

提
示
（
な
い

し
は

写
し
の

添
付

）
し

て
も
ら

う
こ

と
に

よ
り

、
払

戻
し
の

濫
用

も
防

止
で
き

る
も
の
と

考
え

ら
れ

る
。 

 

４
．

 
山

梨
県
土
地
開
発

公
社
に

つ
い
て
 

 （
１

）
 保

有
資

産
に

つ
い
て
 

実
施

し
た
監
査

手
続
 

決
算

数
値
の

根
拠
資

料
の
閲
覧

 

山
梨

県
土
地

開
発
公

社
改
革
プ

ラ
ン

の
閲

覧
 

職
員

へ
の
上

記
改
革

プ
ラ
ン
に

つ
い

て
の

質
問
 

 

指
摘

事
項
 

 

意
見

事
項

4
-1-1 

[山
梨

ビ
ジ
ネ

ス
パ
ー
ク

関
連

破
産
更

生
債

権
の

再
評
価
に
つ

い
て

：
土
地

開
発

公
社
] 

 

抵
当

権
が
設

定
さ
れ

て
い
る
不

動
産

の
処
分

見
込

額
及
び
処

分
可

能
性

を
再
評

価
し

、
山

梨
ビ
ジ
ネ

ス
パ

ー
ク
関

連
破
産
更

正
債
権
の

再
評
価

実
施
を

検
討
す
べ
き

で
あ
る

。
 

  

意
見

事
項

4
-1-2 

[太
陽

光
発
電

施
設
用
地

の
減

損
評
価

に
つ

い
て

：
土
地
開
発

公
社

] 

 

太
陽

光
発

電
施

設
用

地
と

し
て

賃
貸

し
て

い
る

土
地

の
減

損
処

理
の

要
否

検
討

を
行

う
べ

き
で

あ

る
。
 

 

現
状
 

 

土
地

開
発
公

社
は

、
平
成

２
２
年

か
ら
直

近
の
平

成
２
９
年
ま

で
に

、
３

回
の

改
訂

を
含

む
「

山
梨

県
土

地
開
発

公
社
改
革

プ
ラ
ン
」
を

策
定
し

て
お

り
、
平
成

４
９
年
度
（

令
和

１
９
年
度

）
を

目
途

に

解
散

す
る
こ

と
が
決
定

し
て
い
る

。
解
散
ま

で
に
、
当

社
が

保
有

す
る
資

産
を

処
分
若
し
く

は
県
へ

引

継
ぎ

を
行
う

こ
と
が
考

え
ら
れ
る

が
、
現

状
で
は

明
確
な
方
針

は
な
い

と
の
こ
と

で
あ
る

。
 

 

当
社

に
は
、

以
下
の

保
有
資
産

が
あ

る
。
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ア
 
山

梨
ビ

ジ
ネ

ス
パ
ー

ク
売
却
代

未
収

金
 
511,178,450

円
 

 

山
梨

ビ
ジ
ネ

ス
パ
ー

ク
に
お
い

て
、
平

成
13

年
度
及

び
平
成

14
年

度
に

売
却
し

た
2
区

画
の

売
却

相
手

先
が
破

産
し
た

こ
と
に
よ

り
当

該
土

地
代
金

が
長
期
未

収
金

と
な

っ
て
お

り
、
破
産

更
生

債
権

と

し
て

計
上
さ

れ
て
い

る
。
当
社

も
売

却
時

に
当
該

土
地
に
対

し
て

抵
当

権
を
設

定
し
て
い

る
が

、
破
産

手
続

の
中
で

、
営
業

譲
渡
さ
れ

た
別

会
社

の
所
有

と
な
っ
て

い
る

。
 

会
計

処
理

上
に

お
い

て
は

、
平

成
30

年
度

決
算

に
て

、
当

該
破

産
更

生
債

権
の

回
収

見
込

額
を

25,128,000
円

と
見

積
も
っ

て
お

り
、こ

の
結
果

貸
倒
引

当
金

を
486,050,450

円
計

上
し

て
い

る
。

な
お

、
当
該

回
収
見

込
額
に
つ

い
て

は
、

平
成

23
年

度
の

競
売

申
立

時
の
土

地
鑑
定
評

価
に

対
し

、

各
決

算
期
の

固
定
資

産
税
評
価

額
を

参
考

に
時
点

修
正
を
行

い
、
回

収
見

込
額
と

し
て
い

る
。
た

だ
し

、

こ
れ

ま
で

他
の

債
権

者
か

ら
の

競
売

申
立

や
所

有
会

社
と

の
任

意
売

却
の

協
議

等
を

行
っ

て
き

た
が
、

未
だ

債
権
の

回
収
に

は
至
っ
て

い
な

い
。
 

 

イ
 
太

陽
光

発
電

施
設
用

地
と
し
て

の
貸

地
 
帳

簿
価

額
512,651,201

円
 

 

当
該

貸
地
は

市
川
三

郷
町
大
塚

地
区

工
業

団
地
の

未
分
譲
地

で
あ

っ
た

区
画
で

あ
り

、
隣
接

す
る
分

譲
地

に
お
い

て
、
通
常

の
造
成

工
事

で
は

混
入
さ

れ
な
い
大

量
の

転
石

や
廃
棄

物
等
が
発

見
さ

れ
た

た

め
、
当

該
土
地

に
お
い

て
も
同

様
に

転
石

や
廃
棄

物
等
が
発

見
さ

れ
る

可
能
性

が
高
い
と

の
判

断
か

ら
、

工
業

団
地
と

し
て
の

販
売
を
断

念
し

、
太
陽

光
発
電

施
設
用

地
と

し
て

県
内
の

事
業
者
に

賃
貸

す
る

こ

と
と

し
た
。
 

な
お

、
当

該
事

業
者
と

の
間
で

事
業

用
定

期
借
地

権
設
定
契

約
を

締
結

し
て
お

り
、
賃
貸

借
期

間
は

平
成

26
年

6
月

1
日

か
ら
令

和
17

年
5
月

31
日
、
貸

付
料

は
年

額
17,800,000

円
と
な

っ
て

い

る
。
 

 

表
 49 

対
象

地
の

平
成
３

１
年

度
の
固

定
資
産

税
評
価

額
等
 

貸
付

面
積
 

固
定

資
産
税

評
価
額
 

固
定

資
産

税
評

価

額
÷

0.7 

24,698.10
㎡
 

243,770,246
円
 

348,243,208
円
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現
状

に
記

載
の

と
お

り
、

固
定

資
産

税
評

価
額

に
基

づ
く

評
価

額
は

348,243
千

円
と

な
っ

て
お

り
、
単

純
に
貸

付
料
総

額
と
合

算
す

る
と

帳
簿
価

額
を
上
回

っ
て

い
る

が
、
実
際

に
工
場

用
地

等
の

用

途
で

売
却
で

き
る
か

を
検
討
し

た
場

合
、
上

記
の
と

お
り
、
造

成
に

適
さ

な
い
転

石
や
廃

棄
物

等
が

発

見
さ

れ
る
可

能
性
が

高
く

、
実

際
に

分
譲

さ
れ
た

隣
地
（
当

該
貸

地
と

同
程
度

の
面
積
）
で
の

撤
去
に

約
6.5

億
円

要
し
た

こ
と
を
考

え
る

と
、
同

程
度
、
廃

棄
物

等
の

撤
去

コ
ス
ト

が
か
か
る

も
の

と
考

え

ら
れ

、
工

場
用

地
等
の

用
途
で

の
売

却
に

よ
る
キ

ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
は

ゼ
ロ
若

し
く
は

マ
イ

ナ
ス

と

も
考

え
ら
れ

る
。
 

他
方

、
現

状
及

び
近
隣

の
同
規

模
の

土
地

の
利
用

状
況
か
ら

、
引

続
き
太

陽
光
発

電
用
地

と
し

て
の

利
用

を
前
提

と
し
て

考
え
た
場

合
、
将

来
的

な
太
陽

光
ビ
ジ

ネ
ス

の
懸

念
等
か

ら
、
現
状

で
想

定
さ

れ

る
価

格
で
の

処
分
が

で
き
な
い

、
つ

ま
り
簿

価
を
大

幅
に
下

回
っ

た
価

格
で
し

か
処
分
で

き
な

い
こ

と

も
懸

念
さ
れ

、
結

果
と

し
て
帳

簿
価

額
を

上
回
る

キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

が
見
込

め
な
い

事
も

考
え

ら

れ
る

。
 

こ
の

よ
う
に

土
地
の

処
分
価
額
（

時
価

）
の

見
積
に

つ
い
て

は
非

常
に

困
難
で

あ
る
と
考

え
ら

れ
る

事
か

ら
、
必
要

に
応

じ
て

不
動

産
鑑

定
評

価
を
取

得
し

、
当

該
鑑

定
評

価
結
果

を
使
用
し

、
減
損

評
価

を
実

施
す
る

事
を
検

討
す
べ
き

も
の

と
判

断
す
る

。
 

 第
４

部
 

利
害

関
係

に
つ

い
て

 

包
括

外
部
監

査
の
対
象

と
し
て
の

特
定
の

事
件
に

つ
き
地
方
自

治
法
第

252 
条

の
29 

の
規

定
に

よ
り

記
載
す

べ
き
利
害

関
係
は
な

い
。
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